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事業番号：□□□□□□□□-□ 

合算購入調書 
20  年  月  日 

１．合算購入する競争的研究費の事業名等および共用設備 

※相対する競争的研究費が合算購入可能であることを確認の上、報告すること。

共用設備名称：△△測定評価装置 

事業名 資金配分機関 委託等種別 負担割合 

NEDO 事業 □□□／▽▽▽／○○に関する研究開発 ＮＥＤＯ 委託 50% 

相対する 

事業 
××開発事業／××に関する研究開発 JST 委託 50% 

２．合算購入する理由 

  ＮＥＤＯ事業では、○○の研究開発で○○の特性評価を行うため、△△測定評価装置が必要であり、

一方でＪＳＴ事業においては××の性能評価を行うため、同装置が必要となることから合算して購入す

る。 

３．購入費用の負担割合 

※①～③から 1 つ選択すること。

①契約期間（見込み）による按分 ②使用割合（見込み）による按分 ③契約数による等分

４．ＮＥＤＯ事業の負担額 

【①の記載例】△△測定評価装置の購入価額（税抜）の購入価額は 1,000 万円、検収日は 2020 年７月で

あり、契約期間を考慮して NEDO 事業では３２ヶ月間（2020 年 7 月～2023 年 2 月）、JST 事業では 9 ヶ

月間（2020 年 7 月～2021 年 3 月）であることから、事業期間による按分した結果は以下のとおり。なお、

小数点以下の端数は、負担額が大きい NEDO 事業に計上。 

10,000,000 円×32/(32+9)＝7,804,879 円 

【②の記載例】△△測定評価装置の購入価額（税抜）の購入価額は 1,000 万円、検収日は 2020 年７月で

あり、ＮＥＤＯ事業及びＪＳＴ事業の契約期間を考慮すると、両事業ともに使用期間は３２ヶ月間（2020 年

7 月～2023 年 2 月）。一月の使用割合（見込み）を検討した結果、NEDO 事業で使用する日数は計１２

日（Ａ教授５日、Ｂ准教授７日）、ＪＳＴ事業で使用する日数は計１０日（Ａ教授３日、Ｃ准教授７日）である

ため、按分した結果は以下のとおり。なお、小数点以下の端数は負担額が大きい NEDO 事業に計上。 

10,000,000 円×12/(12+10)＝5,454,546 円 

【③の記載例】△△測定評価装置の購入価額（税抜）の購入価額は 1,000 万円、検収日は 2020 年７月で

あり、ＮＥＤＯ事業及びＪＳＴ事業の契約期間を考慮すると、両事業ともに使用期間は３２ヶ月間（2020

年 7 月～2023 年 2 月）。一月の使用割合（見込み）も同程度であることから、等分して NEDO 事業では

500 万円を計上。 

<<参参考考例例>>  書書式式ⅤⅤ－－１１
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施することになります。 

イ） 実施計画書の「１．実施計画の細目（３）事業内容」に自発的な研究活動等の内容を記載する

とともに、「３．研究体制（２）研究体制の登録研究員」には当該若手研究者の氏名の前にＹ印

を付けてください。

ウ） 時間単価適用者は「委託業務従事日誌」書式Ⅵ－１（P.９４）、エフォート専従者は「委託業務従

事月報」書式Ⅵ－５（P.９９）に自発的な研究活動等の実績も含めた研究内容を記載してくださ

い。なお、時間単価適用者は、①自発的な研究活動等を含めた委託業務従事日誌、②自発的

な研究活動等のみの委託業務従事日誌、③自発的な研究活動等従事状況管理表書式Ⅵ-２

（P.９６）を作成してください。また、③管理表により、自発的な研究活動等の比率が、本実施方針

に基づく承認時のエフォートおよび上限値２０％を超えないように管理してください（上限を超過し

た従事時間数は計上できません）。

エ） 大学または国立研究開発法人等が委託先である場合のほか、再委託先または共同実施先の

場合であっても自発的な研究活動等を可能とします。

オ） 検査時には、当該若手研究者が 40 歳未満であるか書面（様式任意、参考例 P.１０２）により確

認します。

【参考】 

「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究

活動等に関する実施方針」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/jisshishishin.pdf 

（２） 補助員費として計上する経費

委託業務に直接従事したアルバイト、パート等のうち、研究実施場所に出勤し、または他の登録

研究実施場所に移動して実験補助、研究資料の整理等を行う者に対しての経費（正規職員も可） 

①補助員費は、雇用契約書等に記載されている単価に基づき計上することができます（Ｐ．８７参照）。

②補助員については、従事日誌の作成を義務づけません。ただし、当該 NEDO 業務以外に他の業務

を実施する場合には、従事時間および従事内容を確認できる委託業務従事日誌に相当するエビデ

ンスを作成してください。なお、従事日誌が不要の方であっても、大幅に残業時間を計上している場

合等は従事内容を詳細に確認させていただくことがあります。

③補助員費の計上は原則、研究実施場所での補助業務が対象ですが、登録研究員の出張に随行し

て、出張先で実施する補助業務についても計上を認めます。なお、「テレワーク」による従事時間は、

（１）研究員費と同様の基準を満たすことで人件費として計上可能とし、従事日誌を作成する場合に

は、「具体的な研究内容」欄にテレワークで従事した旨を記載してください。

④補助員を雇用する場合には、必ず委託先と補助員との間の雇用契約または派遣業者との契約を締

結していただく必要があります。雇用契約書（または労働条件通知書）等では、就業時間、給与、期

間等の他、業務の内容を明確にしてください。

⑤当該ＮＥＤＯ事業のみに専属で雇用されている補助員は、以下の条件に該当する場合は、雇用に

係る義務的な経費として就業規程等で定められる有給休暇分等の補助員費計上を可能とします。計

上可能な日数は専従期間で按分した日数です。有給休暇分等以外の欠勤等は日割り減額等としま

す。

ア．雇用契約書等で当該業務のみに従事することが記載されていること

なお、雇用契約書等にその旨の明確な記載がない場合は、「専従証明書」で代替することも可

能とします。（専従証明書は書式Ⅵ－３（Ｐ．９７）に準じて作成してください。）

イ．雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規定されており、取得可能日数が記載されていること

例）専従期間３ヶ月の場合、計上可能な有給日数３日 

有給休暇付与日数１５日 × 専従期間 ３ヶ月

有給休暇付与期間１２ ヶ月
→ ３日（切捨）

１１．． 人人件件費費中中項項目目のの区区分分  

人件費の計上は、「研究員費」と「補助員費」に区分します。従事した月の人件費は、その当該月に計

上してください。 

（１） 研究員費として計上する経費

１．委託業務に直接従事した研究員のうち、「実施計画書に研究員として登録された者」で、かつ

委託先の教職員等としての身分を有する者に対する人件費 

２．実施計画書に登録された「代表委託先の業務実施者」で、かつ委託先の教職員等としての身

分を有する者に対する人件費 

① 「委託業務に直接従事した時間分」についてのみ、人件費として計上することができます。当該委託

事業に係る事務作業（プロジェクト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書類等の事務書類の作成

等）については計上できません。

②以下の基準すべてに合致すれば、「テレワーク」による従事時間も人件費として計上可能です。なお、

従事日誌の「具体的な研究内容」欄にテレワークで従事した旨を記載してください。

・テレワークにより実施できる作業内容であることを事業者が説明できること

・テレワークに関する法人内規程等が整備されていること

・検査時に法人内規程および法人内手続きに要する書類（例：申請書、承認書、報告書等）を確認

でき、必要に応じ、テレワーク従事者へのヒアリングが可能であること

③学会発表に必要な資料作成に要した人件費については計上可能です。また、論文作成に要した人

件費は、業務管理者が投稿を承認し、実施計画書の事業内容に論文を投稿することが記載されてい

る場合は、計上可能です。

④特許出願等に係る人件費については、P.１１２を参照してください。

⑤出張時の人件費計上における注意点は、以下の通りです。

ア．委託業務に係る出張における「移動時間」については、委託先等で定めている就業時間の範

囲内において、計上できます。

イ．海外出張等で土・日曜日に用務がなく「資料整理」と記載された場合の人件費計上は認められ

ません。

ウ．委託先が出張時の超過勤務を認める規程を有し、所属上長が承認している場合、出張時の

NEDO 事業による残業時間を NEDO 従事時間として計上できます。

⑥民間企業の従業員等を研究員として登録する場合は、必ず委託先に出向させてください。

⑦派遣研究者については、派遣業者との契約から研究員であることが明らかで、かつ独自に研究を推

進する者に限り、研究員として登録できます。

⑧実施計画書には研究体制（登録研究員の氏名、担当事業内容等）の記載が必要です。

⑨「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動

等に関する実施方針（令和 2 年 2 月 12 日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）」

（以下「本実施方針」）に基づき、若手研究者の人材育成の観点から、2020 年度以降の新規契約に

ついて、大学または国立研究開発法人等にて任期付で雇用される若手研究者による当該プロジェ

クトの推進に資する自発的な研究活動（以下「自発的な研究活動等」という。）を実施する場合は、自

発的な研究活動等も含め委託業務に直接従事したものとし、人件費に加え研究活動等に要する経

費の計上を可能とします。なお、主な留意点は以下のとおりです。

ア） 2020年度以降の新規契約について、大学または国立研究開発法人等にて任期付で雇用され

る 40 歳未満（40 歳となる事業年度の終了日まで）の若手研究者（ただし、業務管理者および

学生研究員を除く）を対象とします。また、実施に際しては、大学または国立研究開発法人等

において、本実施方針に基づく申請および承認手続きにより、業務管理者および所属機関が

当該自発的な研究活動等が当該プロジェクトの推進に資するものであることを承認した上で実
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施することになります。 

イ） 実施計画書の「１．実施計画の細目（３）事業内容」に自発的な研究活動等の内容を記載する

とともに、「３．研究体制（２）研究体制の登録研究員」には当該若手研究者の氏名の前にＹ印

を付けてください。

ウ） 時間単価適用者は「委託業務従事日誌」書式Ⅵ－１（P.９４）、エフォート専従者は「委託業務従

事月報」書式Ⅵ－５（P.９９）に自発的な研究活動等の実績も含めた研究内容を記載してくださ

い。なお、時間単価適用者は、①自発的な研究活動等を含めた委託業務従事日誌、②自発的

な研究活動等のみの委託業務従事日誌、③自発的な研究活動等従事状況管理表書式Ⅵ-２

（P.９６）を作成してください。また、③管理表により、自発的な研究活動等の比率が、本実施方針

に基づく承認時のエフォートおよび上限値２０％を超えないように管理してください（上限を超過し

た従事時間数は計上できません）。

エ） 大学または国立研究開発法人等が委託先である場合のほか、再委託先または共同実施先の

場合であっても自発的な研究活動等を可能とします。

オ） 検査時には、当該若手研究者が 40 歳未満であるか書面（様式任意、参考例 P.１０２）により確

認します。

【参考】 

「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究

活動等に関する実施方針」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/jisshishishin.pdf 

（２） 補助員費として計上する経費

委託業務に直接従事したアルバイト、パート等のうち、研究実施場所に出勤し、または他の登録

研究実施場所に移動して実験補助、研究資料の整理等を行う者に対しての経費（正規職員も可） 

①補助員費は、雇用契約書等に記載されている単価に基づき計上することができます（Ｐ．８７参照）。

②補助員については、従事日誌の作成を義務づけません。ただし、当該 NEDO 業務以外に他の業務

を実施する場合には、従事時間および従事内容を確認できる委託業務従事日誌に相当するエビデ

ンスを作成してください。なお、従事日誌が不要の方であっても、大幅に残業時間を計上している場

合等は従事内容を詳細に確認させていただくことがあります。

③補助員費の計上は原則、研究実施場所での補助業務が対象ですが、登録研究員の出張に随行し

て、出張先で実施する補助業務についても計上を認めます。なお、「テレワーク」による従事時間は、

（１）研究員費と同様の基準を満たすことで人件費として計上可能とし、従事日誌を作成する場合に

は、「具体的な研究内容」欄にテレワークで従事した旨を記載してください。

④補助員を雇用する場合には、必ず委託先と補助員との間の雇用契約または派遣業者との契約を締

結していただく必要があります。雇用契約書（または労働条件通知書）等では、就業時間、給与、期

間等の他、業務の内容を明確にしてください。

⑤当該ＮＥＤＯ事業のみに専属で雇用されている補助員は、以下の条件に該当する場合は、雇用に

係る義務的な経費として就業規程等で定められる有給休暇分等の補助員費計上を可能とします。計

上可能な日数は専従期間で按分した日数です。有給休暇分等以外の欠勤等は日割り減額等としま

す。

ア．雇用契約書等で当該業務のみに従事することが記載されていること

なお、雇用契約書等にその旨の明確な記載がない場合は、「専従証明書」で代替することも可

能とします。（専従証明書は書式Ⅵ－３（Ｐ．９７）に準じて作成してください。）

イ．雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規定されており、取得可能日数が記載されていること

例）専従期間３ヶ月の場合、計上可能な有給日数３日 

有給休暇付与日数１５日 × 専従期間 ３ヶ月

有給休暇付与期間１２ ヶ月
→ ３日（切捨）

１１．． 人人件件費費中中項項目目のの区区分分  

人件費の計上は、「研究員費」と「補助員費」に区分します。従事した月の人件費は、その当該月に計

上してください。 

（１） 研究員費として計上する経費

１．委託業務に直接従事した研究員のうち、「実施計画書に研究員として登録された者」で、かつ

委託先の教職員等としての身分を有する者に対する人件費 

２．実施計画書に登録された「代表委託先の業務実施者」で、かつ委託先の教職員等としての身

分を有する者に対する人件費 

① 「委託業務に直接従事した時間分」についてのみ、人件費として計上することができます。当該委託

事業に係る事務作業（プロジェクト担当部との事務的な打ち合わせ、経理書類等の事務書類の作成

等）については計上できません。

②以下の基準すべてに合致すれば、「テレワーク」による従事時間も人件費として計上可能です。なお、

従事日誌の「具体的な研究内容」欄にテレワークで従事した旨を記載してください。

・テレワークにより実施できる作業内容であることを事業者が説明できること

・テレワークに関する法人内規程等が整備されていること

・検査時に法人内規程および法人内手続きに要する書類（例：申請書、承認書、報告書等）を確認

でき、必要に応じ、テレワーク従事者へのヒアリングが可能であること

③学会発表に必要な資料作成に要した人件費については計上可能です。また、論文作成に要した人

件費は、業務管理者が投稿を承認し、実施計画書の事業内容に論文を投稿することが記載されてい

る場合は、計上可能です。

④特許出願等に係る人件費については、P.１１２を参照してください。

⑤出張時の人件費計上における注意点は、以下の通りです。

ア．委託業務に係る出張における「移動時間」については、委託先等で定めている就業時間の範

囲内において、計上できます。

イ．海外出張等で土・日曜日に用務がなく「資料整理」と記載された場合の人件費計上は認められ

ません。

ウ．委託先が出張時の超過勤務を認める規程を有し、所属上長が承認している場合、出張時の

NEDO 事業による残業時間を NEDO 従事時間として計上できます。

⑥民間企業の従業員等を研究員として登録する場合は、必ず委託先に出向させてください。

⑦派遣研究者については、派遣業者との契約から研究員であることが明らかで、かつ独自に研究を推

進する者に限り、研究員として登録できます。

⑧実施計画書には研究体制（登録研究員の氏名、担当事業内容等）の記載が必要です。

⑨「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な研究活動

等に関する実施方針（令和 2 年 2 月 12 日 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）」

（以下「本実施方針」）に基づき、若手研究者の人材育成の観点から、2020 年度以降の新規契約に

ついて、大学または国立研究開発法人等にて任期付で雇用される若手研究者による当該プロジェ

クトの推進に資する自発的な研究活動（以下「自発的な研究活動等」という。）を実施する場合は、自

発的な研究活動等も含め委託業務に直接従事したものとし、人件費に加え研究活動等に要する経

費の計上を可能とします。なお、主な留意点は以下のとおりです。

ア） 2020年度以降の新規契約について、大学または国立研究開発法人等にて任期付で雇用され

る 40 歳未満（40 歳となる事業年度の終了日まで）の若手研究者（ただし、業務管理者および

学生研究員を除く）を対象とします。また、実施に際しては、大学または国立研究開発法人等

において、本実施方針に基づく申請および承認手続きにより、業務管理者および所属機関が

当該自発的な研究活動等が当該プロジェクトの推進に資するものであることを承認した上で実
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２２．．研研究究員員のの区区分分

研究員は、人件費の計上方式の違いにより、以下の４つに区分されます。なお、計上方式の選択は、

研究員毎に行います。 

方式（研究員毎に選択） 

ＮＥＤＯへの 

人件費の 

請求単位 

従事日誌等 

（１）時間単位で人件費に計上す

る研究員

＜時間単価適用者＞（□）

時間単位 

・「委託業務従事日誌」を作成書式Ⅵ－１（Ｐ．９４） 

・当該ＮＥＤＯ事業のみに従事する場合は、事前に

「専従証明書」書式Ⅵ－３を提出※1 し、この期間は

委託業務従事月報を用いることもできます。

（２）委託期間の半年以上申告し

たエフォートにて当該ＮＥＤＯ

事業に従事する研究員

＜エフォート専従者＞（◆）

月単位 

・事前に「エフォート証明書」を提出※2 書式Ⅵ－４

（Ｐ．９８）

・「委託業務従事月報」を作成※2 書式Ⅵ－５ 

（Ｐ．９９）（従事日誌は不要）

（３）人件費を計上しない研究員 

＜人件費非計上者＞（▽） 
－ ・従事日誌の作成は不要

（４）学生研究員 （ｄ） 時間単位 ・「委託業務従事日誌」を作成書式Ⅵ－１（Ｐ．９４） 

・ 上記研究員区分に明記されている記号は、実施計画書に記載する記号です（実施計画書記載例はＰ．

２６、２７を参照）。

・ 自発的な研究活動等を行う若手研究者は、実施計画書の「３．研究体制（２）研究体制」の当該若手研究

者の名前の前にＹ印を付けてください。

・「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について（令和 2 年 10 月 9 日 競争的

研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）」により、研究代表者の人件費を直接経費に計上可能と

する旨が示されましたが、従前から計上方式の選択は事業者の申告を基本としており、その取扱いに変

更はありません。なお、本申し合わせに示される提出書類を新たに求めるものではありません。 

【参考】 

「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/pi_jinkenhi.pdf 

※1 申請の最小単位は１ヶ月となります。

※2 「エフォート証明書」および「委託業務従事月報」については、「エフォート管理の運用統一について

（令和 2 年 3 月 31 日 資金配分機関及び所管関係府省申し合わせ）」に提示されている様式での提出

も可能です。（ただし、従事状況報告は 1 ヶ月毎に作成してください）

（（１１））時時間間単単位位でで人人件件費費をを計計上上すするる研研究究員員＜＜時時間間単単価価適適用用者者＞＞

委託業務従事日誌に計上した全ての従事時間（合計）に、時間単価（円／時間）を乗じて、人件費を

算出する研究員です。

（（２２））委委託託期期間間のの半半年年以以上上継継続続ししてて申申告告ししたたエエフフォォーートトににてて当当該該ＮＮＥＥＤＤＯＯ事事業業にに従従事事すするる研研究究員員

＜＜エエフフォォーートト専専従従者者＞＞

委託期間内に継続して半年以上の従事期間において、申告したエフォートにてＮＥＤＯから受託し

検査時に雇用契約書等の確認と併せて、出勤簿などにより有給休暇の取得を確認します。 

（参考：雇用契約書記載例） 

雇用契約書または労働条件通知書（記載例）

氏     名：○○○○殿  休日労働：無

契約期間：○年○月○日～○年○月○日 休 日：就業規則による

就業場所：○○大学○○研究科 休 暇：年次有給休暇○日（6 ヶ月継続勤務後） 
業務内容：NEDO ○○○○事業に従事 給 与：時給○，○○○円（月給○○○，○○○円）

就業時間：○時○分～○時○分 そ の 他：社会保険等の加入状況

休憩時間：○分  雇用保険の適用 有

時間外労働：有

雇用主： ○○大学 
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２２．．研研究究員員のの区区分分

研究員は、人件費の計上方式の違いにより、以下の４つに区分されます。なお、計上方式の選択は、

研究員毎に行います。 

方式（研究員毎に選択） 

ＮＥＤＯへの 

人件費の 

請求単位 

従事日誌等 

（１）時間単位で人件費に計上す

る研究員

＜時間単価適用者＞（□）

時間単位 

・「委託業務従事日誌」を作成書式Ⅵ－１（Ｐ．９４） 

・当該ＮＥＤＯ事業のみに従事する場合は、事前に

「専従証明書」書式Ⅵ－３を提出※1 し、この期間は

委託業務従事月報を用いることもできます。

（２）委託期間の半年以上申告し

たエフォートにて当該ＮＥＤＯ

事業に従事する研究員

＜エフォート専従者＞（◆）

月単位 

・事前に「エフォート証明書」を提出※2 書式Ⅵ－４

（Ｐ．９８）

・「委託業務従事月報」を作成※2 書式Ⅵ－５ 

（Ｐ．９９）（従事日誌は不要）

（３）人件費を計上しない研究員 

＜人件費非計上者＞（▽） 
－ ・従事日誌の作成は不要

（４）学生研究員 （ｄ） 時間単位 ・「委託業務従事日誌」を作成書式Ⅵ－１（Ｐ．９４） 

・ 上記研究員区分に明記されている記号は、実施計画書に記載する記号です（実施計画書記載例はＰ．

２６、２７を参照）。

・ 自発的な研究活動等を行う若手研究者は、実施計画書の「３．研究体制（２）研究体制」の当該若手研究

者の名前の前にＹ印を付けてください。

・「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について（令和 2 年 10 月 9 日 競争的

研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）」により、研究代表者の人件費を直接経費に計上可能と

する旨が示されましたが、従前から計上方式の選択は事業者の申告を基本としており、その取扱いに変

更はありません。なお、本申し合わせに示される提出書類を新たに求めるものではありません。 

【参考】 

「競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について」 

https://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/pi_jinkenhi.pdf 

※1 申請の最小単位は１ヶ月となります。

※2 「エフォート証明書」および「委託業務従事月報」については、「エフォート管理の運用統一について

（令和 2 年 3 月 31 日 資金配分機関及び所管関係府省申し合わせ）」に提示されている様式での提出

も可能です。（ただし、従事状況報告は 1 ヶ月毎に作成してください）

（（１１））時時間間単単位位でで人人件件費費をを計計上上すするる研研究究員員＜＜時時間間単単価価適適用用者者＞＞

委託業務従事日誌に計上した全ての従事時間（合計）に、時間単価（円／時間）を乗じて、人件費を

算出する研究員です。

（（２２））委委託託期期間間のの半半年年以以上上継継続続ししてて申申告告ししたたエエフフォォーートトににてて当当該該ＮＮＥＥＤＤＯＯ事事業業にに従従事事すするる研研究究員員

＜＜エエフフォォーートト専専従従者者＞＞

委託期間内に継続して半年以上の従事期間において、申告したエフォートにてＮＥＤＯから受託し

検査時に雇用契約書等の確認と併せて、出勤簿などにより有給休暇の取得を確認します。 

（参考：雇用契約書記載例） 

雇用契約書または労働条件通知書（記載例）

氏     名：○○○○殿  休日労働：無

契約期間：○年○月○日～○年○月○日 休 日：就業規則による

就業場所：○○大学○○研究科 休 暇：年次有給休暇○日（6 ヶ月継続勤務後） 
業務内容：NEDO ○○○○事業に従事 給 与：時給○，○○○円（月給○○○，○○○円）

就業時間：○時○分～○時○分 そ の 他：社会保険等の加入状況

休憩時間：○分  雇用保険の適用 有

時間外労働：有

雇用主： ○○大学 
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⑥ 専従期間中に「エフォート専従」でなくなる事由が発生した場合、当該研究員が委託業務に従事し

た期間の人件費は請求できません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。

ア． 外来的要因でやむを得ない事情等により、実施計画の変更届出書が提出されている場合

例１： 「産休、またはケガ・病気で入院」の事由により、エフォート専従者でなくなる場合

   例２： 出向者の場合で、出向元の事情で出向者でなくなる場合 

   例３： 派遣元の事由により当該派遣研究員が期間中継続しての従事ができなくなった場合 

イ．中途退職となるエフォート専従者について、実施計画の変更届出書、ならびに当該研究員の従

事期間における研究成果が提出された場合

⑦ エフォート専従者は「委託業務従事日誌」の替わりに「委託業務従事月報」書式Ⅵ－５（Ｐ.９９）を作

成してください（業務管理者の確認が必要）。

⑧ 委託先との通常の打合せおよび中間検査・確定検査時において、エフォート専従者本人（任意に抽

出）に面接調査等で労務実態を確認させていただくことがあります。また、必要に応じて当該申告エフ

ォートが適正かどうかの確認のため研究ノート等を確認させていただく場合があります。

⑨ エフォート 100％の研究員が、外来的要因によるやむを得ない事情で一時的に当該業務に従事でき

なかった場合は、エフォート 100%であることを否定するものではありませんが、当該月就業日数にお

ける「日割」で減額します。（時間単価適用者で NEDO 事業に専従している場合も同様となります。）

例１： 「産休、またはケガ・病気で入院」の事由により、連続して２週間超の休暇を取得する場合 

例２： プラントのトラブルにより、緊急に復旧対応チームに参画する場合 

この場合、「委託業務従事月報」の「２．その他特記事項」欄に、「当該業務に従事できなかった理

由、およびその期間」について記載してください。 

欠勤等により給与支給額の減額がある場合も、上記と同様、当該月の就業日数における日割での

減額を行います。 

⑩ エフォート 100％の研究員が、福利厚生、有給休暇または庶務等の事由で、当該委託事業に従事し

ないことがあっても、実施計画書の事業内容に影響を及ぼさなければ、他の業務には一切従事して

いないと見なします。

ア．所属組織の労務規程で定める有給休暇等の取得（上記④に記載した内容）

イ．労働者として必要な、健康診断の受診、上司との面接等

ウ．所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席

エ．当該委託事業に関連する過去の自らの研究活動に基づく学会発表や研究会への参加等

オ．連続して２週間超の休暇を取得する場合（プロジェクト担当部に事前相談し了承を得た場合）

たプロジェクト（契約単位）に従事する研究員です。 

複数の研究資金により雇用される研究者等の人件費は、あらかじめＮＥＤＯに申告しているエフォー

トで人件費を按分することで計上できます。

① エフォート専従者の定義は、当該業務に継続して半年以上、「申告したエフォートにて当該業務に従

事させること」を人事責任者等が証明できる研究員です。

 例 ： 委託期間 Ｎ１．４．１ ～ Ｎ３．２．２８ 

専従期間 Ｎ２．１．１ ～ Ｎ２．６．３０ 

② 次のような研究員は、エフォート専従者としては登録できません。

ア．複数のＮＥＤＯ事業に従事している研究員で、他事業では「エフォート専従者」として登録してい

ない場合

イ．専従期間中に人事異動を予定している等、当該業務のエフォートが予測不可能な場合

ウ．エフォート 100％で、期間中に他業務にも兼任・従事する場合

例１：法人内業務、あるいはＮＥＤＯ以外の者からの受託業務と混在して従事している場合

例２：ＮＥＤＯからの複数のプロジェクトにまたがって従事している場合

③ エフォート専従者は、以下の手続によりエフォートの申告および専従登録をして、人件費（月額）に申

告したエフォートを乗じて算定してください。

ア．機関の人事責任者等が、当該研究員がエフォート専従である旨を文書で証明すること。「エフォ

ート証明書」書式Ⅵ－４（Ｐ．９８）をあらかじめ提出してください。

イ． 委託先の人事責任者等は、エフォート専従者に対して当該ＮＥＤＯ事業にエフォートにて従事す

ることとなる旨を適切な方法により通知すること。

エフォートの設定の考え方および扱いは以下のとおりです。

エフォート (年間)＝ 当該ＮＥＤＯ事業従事時間 ÷ 所定労働時間（＊）

（＊）ただし、「裁量労働制」が適用されている研究員の場合は「みなし労働時間」 

・ エフォートは、５％～１００％までの５％刻みの２０段階とします（５％未満切捨）。

・ 年度途中で研究員区分の変更を行う場合は、実施計画変更届出をしてください。

・ 同一年度内において同一研究員が同時に複数の研究員区分をもつことはできません。

④ エフォート専従期間内での有給休暇は、下記のように計上が可能です。

⑤ 当該申告エフォートでの従事が見込めないことが明らかになった場合は、エフォートの変更手続き

（実施計画変更届出）を行ってください（書式Ⅲ－１ Ｐ．５７）。その際、変更後のエフォート証明書

を添付してください。（変更後のエフォートは、当該年度を通してのエフォートで設定してください。）

例 ・ エフォートの申告後に他の業務を受託する場合 

・ 研究開発の進捗に伴って、申告エフォートを下回ることが予想される場合

・ 研究を加速するため、当該研究員の負荷が初期想定より増加した場合

なお、エフォートの変動により既計上額が変更される場合は、修正額内訳書により修正します。 

4/1 

有給休暇付与 20 日/1 年間 

3/31 10/1 

専従期間 6 ヶ月 

＜例：エフォート７0％の場合＞  

計上可能な有給休暇日数 ７日 

有給休暇付与日数 20 日×70%×     ＝7 日 
有給休暇付与期間 12 ヶ月 

専従期間 6 ヶ月
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⑥ 専従期間中に「エフォート専従」でなくなる事由が発生した場合、当該研究員が委託業務に従事し

た期間の人件費は請求できません。ただし、以下の場合はこの限りではありません。

ア． 外来的要因でやむを得ない事情等により、実施計画の変更届出書が提出されている場合

例１： 「産休、またはケガ・病気で入院」の事由により、エフォート専従者でなくなる場合

   例２： 出向者の場合で、出向元の事情で出向者でなくなる場合 

   例３： 派遣元の事由により当該派遣研究員が期間中継続しての従事ができなくなった場合 

イ．中途退職となるエフォート専従者について、実施計画の変更届出書、ならびに当該研究員の従

事期間における研究成果が提出された場合

⑦ エフォート専従者は「委託業務従事日誌」の替わりに「委託業務従事月報」書式Ⅵ－５（Ｐ.９９）を作

成してください（業務管理者の確認が必要）。

⑧ 委託先との通常の打合せおよび中間検査・確定検査時において、エフォート専従者本人（任意に抽

出）に面接調査等で労務実態を確認させていただくことがあります。また、必要に応じて当該申告エフ

ォートが適正かどうかの確認のため研究ノート等を確認させていただく場合があります。

⑨ エフォート 100％の研究員が、外来的要因によるやむを得ない事情で一時的に当該業務に従事でき

なかった場合は、エフォート 100%であることを否定するものではありませんが、当該月就業日数にお

ける「日割」で減額します。（時間単価適用者で NEDO 事業に専従している場合も同様となります。）

例１： 「産休、またはケガ・病気で入院」の事由により、連続して２週間超の休暇を取得する場合 

例２： プラントのトラブルにより、緊急に復旧対応チームに参画する場合 

この場合、「委託業務従事月報」の「２．その他特記事項」欄に、「当該業務に従事できなかった理

由、およびその期間」について記載してください。 

欠勤等により給与支給額の減額がある場合も、上記と同様、当該月の就業日数における日割での

減額を行います。 

⑩ エフォート 100％の研究員が、福利厚生、有給休暇または庶務等の事由で、当該委託事業に従事し

ないことがあっても、実施計画書の事業内容に影響を及ぼさなければ、他の業務には一切従事して

いないと見なします。

ア．所属組織の労務規程で定める有給休暇等の取得（上記④に記載した内容）

イ．労働者として必要な、健康診断の受診、上司との面接等

ウ．所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席

エ．当該委託事業に関連する過去の自らの研究活動に基づく学会発表や研究会への参加等

オ．連続して２週間超の休暇を取得する場合（プロジェクト担当部に事前相談し了承を得た場合）

たプロジェクト（契約単位）に従事する研究員です。 

複数の研究資金により雇用される研究者等の人件費は、あらかじめＮＥＤＯに申告しているエフォー

トで人件費を按分することで計上できます。

① エフォート専従者の定義は、当該業務に継続して半年以上、「申告したエフォートにて当該業務に従

事させること」を人事責任者等が証明できる研究員です。

 例 ： 委託期間 Ｎ１．４．１ ～ Ｎ３．２．２８ 

専従期間 Ｎ２．１．１ ～ Ｎ２．６．３０ 

② 次のような研究員は、エフォート専従者としては登録できません。

ア．複数のＮＥＤＯ事業に従事している研究員で、他事業では「エフォート専従者」として登録してい

ない場合

イ．専従期間中に人事異動を予定している等、当該業務のエフォートが予測不可能な場合

ウ．エフォート 100％で、期間中に他業務にも兼任・従事する場合

例１：法人内業務、あるいはＮＥＤＯ以外の者からの受託業務と混在して従事している場合

例２：ＮＥＤＯからの複数のプロジェクトにまたがって従事している場合

③ エフォート専従者は、以下の手続によりエフォートの申告および専従登録をして、人件費（月額）に申

告したエフォートを乗じて算定してください。

ア．機関の人事責任者等が、当該研究員がエフォート専従である旨を文書で証明すること。「エフォ

ート証明書」書式Ⅵ－４（Ｐ．９８）をあらかじめ提出してください。

イ． 委託先の人事責任者等は、エフォート専従者に対して当該ＮＥＤＯ事業にエフォートにて従事す

ることとなる旨を適切な方法により通知すること。

エフォートの設定の考え方および扱いは以下のとおりです。

エフォート (年間)＝ 当該ＮＥＤＯ事業従事時間 ÷ 所定労働時間（＊）

（＊）ただし、「裁量労働制」が適用されている研究員の場合は「みなし労働時間」 

・ エフォートは、５％～１００％までの５％刻みの２０段階とします（５％未満切捨）。

・ 年度途中で研究員区分の変更を行う場合は、実施計画変更届出をしてください。

・ 同一年度内において同一研究員が同時に複数の研究員区分をもつことはできません。

④ エフォート専従期間内での有給休暇は、下記のように計上が可能です。

⑤ 当該申告エフォートでの従事が見込めないことが明らかになった場合は、エフォートの変更手続き

（実施計画変更届出）を行ってください（書式Ⅲ－１ Ｐ．５７）。その際、変更後のエフォート証明書

を添付してください。（変更後のエフォートは、当該年度を通してのエフォートで設定してください。）

例 ・ エフォートの申告後に他の業務を受託する場合 

・ 研究開発の進捗に伴って、申告エフォートを下回ることが予想される場合

・ 研究を加速するため、当該研究員の負荷が初期想定より増加した場合

なお、エフォートの変動により既計上額が変更される場合は、修正額内訳書により修正します。 

4/1 

有給休暇付与 20 日/1 年間 

3/31 10/1 

専従期間 6 ヶ月 

＜例：エフォート７0％の場合＞  

計上可能な有給休暇日数 ７日 

有給休暇付与日数 20 日×70%×     ＝7 日 
有給休暇付与期間 12 ヶ月 

専従期間 6 ヶ月
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３３．．人人件件費費のの計計上上方方法法  

大学・国立研究開発法人等における研究員・補助員の人件費は大学・国立研究開発法人等が支払っ

ている実費による計上となります。また、国立研究開発法人等は健保等級単価による計上も選択可能で

す（詳細は委託業務事務処理マニュアルをご参照ください）。実費における人件費計上の考え方は以下

の通りです。 

（（１１））人人件件費費のの算算定定ににつついいてて

人件費の計上は、「人件費算定表」書式Ⅵ－６（Ｐ．１００）に基づき算出してください。人件費算定表

は研究員毎、補助員毎に作成してください。なお、人件費算定表に見合う既存の資料等があれば、そ

れに替えることもできます。 

（（２２））当当月月支支給給額額のの算算出出のの考考ええ方方

当月支給額には以下の経費を計上することができます。

①基本給

②諸手当

ア．諸手当に計上できるもの（※１）

家族手当、住宅手当、通勤手当（※２）、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手

当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手

当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、単身赴任手当、等金銭で支給されるもの

※１．健康保険の報酬月額算定に準じます。

※２．月給額の通勤手当は１ヶ月あたりの額とします。

イ．諸手当に計上できないもの

解雇予告手当、退職手当、着任手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康

保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入

袋、出張旅費、赴任旅費、役員報酬の内給与相当額以外等 

③法定福利費事業主負担分

法定福利費とは、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料、介護保険、児童手

当拠出金等のうち事業主が支払う福利厚生費をいいます。 

注：公務員等および私学教職員の“年金払い退職給付（退職等年金給付）”は旧共済年金の一部であり、計上を認め

ない諸手当の“退職手当”とは異なり、法定福利費として計上を認める経費です。 

（（３３）） 時時間間単単価価適適用用者者のの人人件件費費計計上上ににつついいてて

①当該ＮＥＤＯ事業のみに従事する研究員

事前に専従証明書書式Ⅵ－３（Ｐ．９７）を提出してください。なお、雇用契約書の内容を確認させて

いただきます。 

ア．ＮＥＤＯ直接経費計上時の考え方

当月支給額（上記（２）を参照）をそのまま人件費として計上してください。

イ．有給休暇

雇用契約書に有給休暇の取扱いと有給休暇取得可能日数が記載されており、専従証明書が事

前に提出されていれば、有給休暇をＮＥＤＯ従事時間に計上することができます。ただし、計上

日数の上限は年間取得可能日数を専従期間で按分した日数となります。

（（３３））人人件件費費をを計計上上ししなないい研研究究員員

予算の有効活用や事務負担の軽減を目的に人件費を計上しない研究員です。前記（1）、（2）を含め

て学生は人件費を計上しない研究員に登録できません。 

① 委託先からの希望があれば、一部または全ての研究員の人件費を請求しないことも可能です。その

旨を実施計画書に記載してください。

② 「従事日誌」の作成は不要です。ただし、委託先との通常の打ち合わせおよび中間検査・確定検査

等において、研究員に面接調査等で労務実態を確認させていただくことがあります。なお、実施計画

書作成時に以下の対応をお願いします。

＜実施計画書作成上の留意点＞ 

人件費を計上する研究員と同様に、当該委託事業に従事する研究員に関する情報（研究体制、登

録研究員の氏名、担当事業内容等）を明確に実施計画書に記載してください。 

（（４４））学学生生研研究究員員
国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタントの身分を持つ者は、下記の要件を満たした場合の

み研究員として登録することができます。国立研究開発法人が定めるリサーチアシスタント制度について、

事前に説明を求めることがあります。 

ア．研究開発能力を有していることを委託先等の所属の部長等から認められた者

イ．NEDOへの人件費請求は時間単位とすること（前記（１）～（３）としての研究員登録はできません）

また、大学等に在籍する学生を研究員として登録できます。大学等の学生の登録は下記の条件を満

たしていることが必要です。 

ア．当該学生が、研究開発能力を有していることを委託先等の所属の部長等から認められた者であ

ること

イ．学生と大学や企業等の間で雇用契約等を締結すること

（知的財産権等についても委託先等に帰属することを約していること）

ウ．研究開発プロジェクトにおける学生の必要性、役割分担を明確にすること

エ．NEDOへの人件費請求は時間単位とすること（前記（１）～（３）としての研究員登録はできません）

オ．学生へ人件費を直接支払い、他の計上経費と同様に証憑類を保管すること

カ．他の研究資金で重複等の制約を受けていないこと
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３３．．人人件件費費のの計計上上方方法法  

大学・国立研究開発法人等における研究員・補助員の人件費は大学・国立研究開発法人等が支払っ

ている実費による計上となります。また、国立研究開発法人等は健保等級単価による計上も選択可能で

す（詳細は委託業務事務処理マニュアルをご参照ください）。実費における人件費計上の考え方は以下

の通りです。 

（（１１））人人件件費費のの算算定定ににつついいてて

人件費の計上は、「人件費算定表」書式Ⅵ－６（Ｐ．１００）に基づき算出してください。人件費算定表

は研究員毎、補助員毎に作成してください。なお、人件費算定表に見合う既存の資料等があれば、そ

れに替えることもできます。 

（（２２））当当月月支支給給額額のの算算出出のの考考ええ方方

当月支給額には以下の経費を計上することができます。

①基本給

②諸手当

ア．諸手当に計上できるもの（※１）

家族手当、住宅手当、通勤手当（※２）、食事手当、役付手当、職階手当、早出手当、残業手

当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、育児休業手当、介護休業手当、各種技術手

当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当、単身赴任手当、等金銭で支給されるもの

※１．健康保険の報酬月額算定に準じます。

※２．月給額の通勤手当は１ヶ月あたりの額とします。

イ．諸手当に計上できないもの

解雇予告手当、退職手当、着任手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康

保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入

袋、出張旅費、赴任旅費、役員報酬の内給与相当額以外等 

③法定福利費事業主負担分

法定福利費とは、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料、介護保険、児童手

当拠出金等のうち事業主が支払う福利厚生費をいいます。 

注：公務員等および私学教職員の“年金払い退職給付（退職等年金給付）”は旧共済年金の一部であり、計上を認め

ない諸手当の“退職手当”とは異なり、法定福利費として計上を認める経費です。 

（（３３）） 時時間間単単価価適適用用者者のの人人件件費費計計上上ににつついいてて

①当該ＮＥＤＯ事業のみに従事する研究員

事前に専従証明書書式Ⅵ－３（Ｐ．９７）を提出してください。なお、雇用契約書の内容を確認させて

いただきます。 

ア．ＮＥＤＯ直接経費計上時の考え方

当月支給額（上記（２）を参照）をそのまま人件費として計上してください。

イ．有給休暇

雇用契約書に有給休暇の取扱いと有給休暇取得可能日数が記載されており、専従証明書が事

前に提出されていれば、有給休暇をＮＥＤＯ従事時間に計上することができます。ただし、計上

日数の上限は年間取得可能日数を専従期間で按分した日数となります。

（（３３））人人件件費費をを計計上上ししなないい研研究究員員

予算の有効活用や事務負担の軽減を目的に人件費を計上しない研究員です。前記（1）、（2）を含め

て学生は人件費を計上しない研究員に登録できません。 

① 委託先からの希望があれば、一部または全ての研究員の人件費を請求しないことも可能です。その

旨を実施計画書に記載してください。

② 「従事日誌」の作成は不要です。ただし、委託先との通常の打ち合わせおよび中間検査・確定検査

等において、研究員に面接調査等で労務実態を確認させていただくことがあります。なお、実施計画

書作成時に以下の対応をお願いします。

＜実施計画書作成上の留意点＞ 

人件費を計上する研究員と同様に、当該委託事業に従事する研究員に関する情報（研究体制、登

録研究員の氏名、担当事業内容等）を明確に実施計画書に記載してください。 

（（４４））学学生生研研究究員員
国立研究開発法人に所属するリサーチアシスタントの身分を持つ者は、下記の要件を満たした場合の

み研究員として登録することができます。国立研究開発法人が定めるリサーチアシスタント制度について、

事前に説明を求めることがあります。 

ア．研究開発能力を有していることを委託先等の所属の部長等から認められた者

イ．NEDOへの人件費請求は時間単位とすること（前記（１）～（３）としての研究員登録はできません）

また、大学等に在籍する学生を研究員として登録できます。大学等の学生の登録は下記の条件を満

たしていることが必要です。 

ア．当該学生が、研究開発能力を有していることを委託先等の所属の部長等から認められた者であ

ること

イ．学生と大学や企業等の間で雇用契約等を締結すること

（知的財産権等についても委託先等に帰属することを約していること）

ウ．研究開発プロジェクトにおける学生の必要性、役割分担を明確にすること

エ．NEDOへの人件費請求は時間単位とすること（前記（１）～（３）としての研究員登録はできません）

オ．学生へ人件費を直接支払い、他の計上経費と同様に証憑類を保管すること

カ．他の研究資金で重複等の制約を受けていないこと
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（（４４））エエフフォォーートト専専従従者者のの人人件件費費計計上上ににつついいてて

ア．NEDO 直接経費計上時の考え方

当月支給額（前記（２）を参照）に申告エフォートを乗じた額を人件費として計上してください。

イ．有給休暇

雇用契約書に有給休暇の取扱いが規定されており、有給休暇取得可能日数が記載されていれ

ば、有給休暇をＮＥＤＯ従事時間に計上できます。ただし、計上日数の上限は年間取得可能日

数をエフォートで按分した日数です。 

（（５５）） 出出向向者者のの人人件件費費（（当当月月支支給給額額））上上限限額額のの考考ええ方方ににつついいてて

出向契約で定額を定めている場合と定めていない場合とで区別します。

ア．出向契約書に出向者の人件費額(出向者の給与額相当)が明示されている場合、あるいは出向

契約書の記載から前述の人件費額が算出可能な場合の上限額

出向契約書記載額（委託先の当該事業負担額） 

イ．出向契約書に出向者の人件費額が明示されていない、あるいは算出不可能な場合の上限額
出向者の人件費が出向元（または出向先）の規定による場合の上限額  

本人給与の委託先負担額※1、※3 

（「出向元給与証明書※2」（委託先負担分）が必要） 

※1  委託先が給与を全額支給している場合、「本人給与の委託先負担額」は「本人給与額」です。

※2 月給額算定時に賞与を加算している場合は、出向元給与証明書に月ごとに加算している賞与

額、あるいは賞与支給月の賞与額がわかるように明示してください。 

※３ 委託先（出向先）が、出向者の法定福利費事業主負担額を全額負担している場合は、「本人給
与の委託先負担額」に当該事業主負担額を加算できます。 

（（６６）） 派派遣遣研研究究員員のの人人件件費費上上限限額額のの考考ええ方方ににつついいてて

契約書に定められた委託先の当該事業負担額（月額）が上限額となります。

（（７７）） 補補助助員員のの人人件件費費計計上上ににつついいてて

補助員の人件費は人件費算定表に基づいて計上してください。

（（８８）） 賞賞与与にに関関すするる経経費費計計上上のの考考ええ方方

① 賞与の対象期間について

NEDO 業務従事期間が対象となる賞与のみ直接経費に計上できます。大学・国立研究開発法人

等における賞与の対象期間と NEDO 業務期間が一致しない場合は、NEDO 業務期間に対応する賞

与相当額のみ人件費に計上してください※。 

ただし、賞与の支給が NEDO 業務従事期間内になっている場合に限ります。 

②当該 NEDO 事業以外にも従事する研究員の賞与の考え方について

賞与の時間単価を計算し（人件費算定表に記載）、NEDO 業務対象時間を乗じた金額を人件費に

計上してください。

※ 大学・国立研究開発法人等における賞与対象期間と NEDO 業務期間が異なる場合の概念図は次

のとおりです。NEDO 業務に対応した賞与相当額を計算の上、計上してください。

②当該ＮＥＤＯ事業以外にも従事する研究員

なお、当該ＮＥＤＯ事業以外にも従事する研究員が労働基準法上の裁量労働制適用者、管理監督

者である管理職および特定高度専門業務・成果型労働制（高プロ）の場合は、当月労働時間およびＮＥ

ＤＯ従事時間を以下のように考え、時間単価を算出します。その際に他の公的資金事業※※の従事時間

も考慮することとします。 

※※他の公的資金事業とは、労務時間を管理し、労務の対価として労務時間に対応する人件費

を受け取る公的機関の事業を指します。NEDO の他事業も他の公的資金事業に該当しま

す。また、以下の説明における「他事業従事時間」は次のように定義します。 

他事業従事時間＝ 

当該ＮＥＤＯ事業以外のＮＥＤＯ事業従事時間＋他の公的資金事業従事時間 

Ⅰ．労働基準法上の裁量労働制適用者 

①「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ≦≦ 「当月のみなし労働時間」＋「給与支給上

の休日労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当月のみなし労働時間」と「給与支給上の休日

労働時間」の合計時間としてください。なお、休日労働は裁量労働制のみなし労働時間には

含まれないため、「給与支給上の休日労働時間」は実労働時間を計上してください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間と当該ＮＥＤＯ休日労働時間の合計時間とし

てください。

②「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ＞＞ 「当月のみなし労働時間」＋「給与支給上

の休日労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」と「他事業従事時

間」の合計時間としてください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間と当該ＮＥＤＯ休日労働時間の合計時間とし

てください。

Ⅱ． 労働基準法上の管理監督者である管理職、および特定高度専門業務・成果型労働制（高プロ） 

①「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ≦≦ 「当月の所定労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当月の所定労働時間」としてください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間の実数としてください。

②「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ＞＞  「当月の所定労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」と「他事業従事時

間」の合計時間としてください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間の実数としてください。

ア．ＮＥＤＯ直接経費計上時の考え方

時間単価を算出し、ＮＥＤＯ事業への従事時間を乗じた額を人件費として計上してください。

時間単価は当月支給額を当月労働時間※で除して算出してください。

（当月支給額の考え方は「（２）当月支給額の算出の考え方」を参照してください。）

※当月労働時間とは、所定労働時間（有給休暇・特別休暇を含む）＋所定外労働時間としてくだ

さい。複数事業を行っている場合は、当該事業に係る残業手当と所定外労働時間から導出さ

れる単価を用いることも可能です。

イ．有給休暇

有給休暇をＮＥＤＯ従事時間に計上できません。
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（（４４））エエフフォォーートト専専従従者者のの人人件件費費計計上上ににつついいてて

ア．NEDO 直接経費計上時の考え方

当月支給額（前記（２）を参照）に申告エフォートを乗じた額を人件費として計上してください。

イ．有給休暇

雇用契約書に有給休暇の取扱いが規定されており、有給休暇取得可能日数が記載されていれ

ば、有給休暇をＮＥＤＯ従事時間に計上できます。ただし、計上日数の上限は年間取得可能日

数をエフォートで按分した日数です。 

（（５５）） 出出向向者者のの人人件件費費（（当当月月支支給給額額））上上限限額額のの考考ええ方方ににつついいてて

出向契約で定額を定めている場合と定めていない場合とで区別します。

ア．出向契約書に出向者の人件費額(出向者の給与額相当)が明示されている場合、あるいは出向

契約書の記載から前述の人件費額が算出可能な場合の上限額

出向契約書記載額（委託先の当該事業負担額） 

イ．出向契約書に出向者の人件費額が明示されていない、あるいは算出不可能な場合の上限額
出向者の人件費が出向元（または出向先）の規定による場合の上限額  

本人給与の委託先負担額※1、※3 

（「出向元給与証明書※2」（委託先負担分）が必要） 

※1  委託先が給与を全額支給している場合、「本人給与の委託先負担額」は「本人給与額」です。

※2 月給額算定時に賞与を加算している場合は、出向元給与証明書に月ごとに加算している賞与

額、あるいは賞与支給月の賞与額がわかるように明示してください。 

※３ 委託先（出向先）が、出向者の法定福利費事業主負担額を全額負担している場合は、「本人給
与の委託先負担額」に当該事業主負担額を加算できます。 

（（６６）） 派派遣遣研研究究員員のの人人件件費費上上限限額額のの考考ええ方方ににつついいてて

契約書に定められた委託先の当該事業負担額（月額）が上限額となります。

（（７７）） 補補助助員員のの人人件件費費計計上上ににつついいてて

補助員の人件費は人件費算定表に基づいて計上してください。

（（８８）） 賞賞与与にに関関すするる経経費費計計上上のの考考ええ方方

① 賞与の対象期間について

NEDO 業務従事期間が対象となる賞与のみ直接経費に計上できます。大学・国立研究開発法人

等における賞与の対象期間と NEDO 業務期間が一致しない場合は、NEDO 業務期間に対応する賞

与相当額のみ人件費に計上してください※。 

ただし、賞与の支給が NEDO 業務従事期間内になっている場合に限ります。 

②当該 NEDO 事業以外にも従事する研究員の賞与の考え方について

賞与の時間単価を計算し（人件費算定表に記載）、NEDO 業務対象時間を乗じた金額を人件費に

計上してください。

※ 大学・国立研究開発法人等における賞与対象期間と NEDO 業務期間が異なる場合の概念図は次

のとおりです。NEDO 業務に対応した賞与相当額を計算の上、計上してください。

②当該ＮＥＤＯ事業以外にも従事する研究員

なお、当該ＮＥＤＯ事業以外にも従事する研究員が労働基準法上の裁量労働制適用者、管理監督

者である管理職および特定高度専門業務・成果型労働制（高プロ）の場合は、当月労働時間およびＮＥ

ＤＯ従事時間を以下のように考え、時間単価を算出します。その際に他の公的資金事業※※の従事時間

も考慮することとします。 

※※他の公的資金事業とは、労務時間を管理し、労務の対価として労務時間に対応する人件費

を受け取る公的機関の事業を指します。NEDO の他事業も他の公的資金事業に該当しま

す。また、以下の説明における「他事業従事時間」は次のように定義します。 

他事業従事時間＝ 

当該ＮＥＤＯ事業以外のＮＥＤＯ事業従事時間＋他の公的資金事業従事時間 

Ⅰ．労働基準法上の裁量労働制適用者 

①「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ≦≦ 「当月のみなし労働時間」＋「給与支給上

の休日労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当月のみなし労働時間」と「給与支給上の休日

労働時間」の合計時間としてください。なお、休日労働は裁量労働制のみなし労働時間には

含まれないため、「給与支給上の休日労働時間」は実労働時間を計上してください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間と当該ＮＥＤＯ休日労働時間の合計時間とし

てください。

②「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ＞＞ 「当月のみなし労働時間」＋「給与支給上

の休日労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」と「他事業従事時

間」の合計時間としてください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間と当該ＮＥＤＯ休日労働時間の合計時間とし

てください。

Ⅱ． 労働基準法上の管理監督者である管理職、および特定高度専門業務・成果型労働制（高プロ） 

①「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ≦≦ 「当月の所定労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当月の所定労働時間」としてください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間の実数としてください。

②「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」＋「他事業従事時間」 ＞＞  「当月の所定労働時間」の場合

（ア）時間単価を求めるための当月労働時間は、「当該ＮＥＤＯ事業従事時間」と「他事業従事時

間」の合計時間としてください。

（イ）ＮＥＤＯ従事時間は、当該ＮＥＤＯ事業従事時間の実数としてください。

ア．ＮＥＤＯ直接経費計上時の考え方

時間単価を算出し、ＮＥＤＯ事業への従事時間を乗じた額を人件費として計上してください。

時間単価は当月支給額を当月労働時間※で除して算出してください。

（当月支給額の考え方は「（２）当月支給額の算出の考え方」を参照してください。）

※当月労働時間とは、所定労働時間（有給休暇・特別休暇を含む）＋所定外労働時間としてくだ

さい。複数事業を行っている場合は、当該事業に係る残業手当と所定外労働時間から導出さ

れる単価を用いることも可能です。

イ．有給休暇

有給休暇をＮＥＤＯ従事時間に計上できません。
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４４．．委委託託業業務務従従事事日日誌誌

委託業務従事日誌は、委託業務に従事した登録研究員の従事時間と作業内容を証明するもので、人

件費実績額を確認するために必須の証拠書類です。以下の要領に基づいて作成・確認いただき、プロ

ジェクト担当者からの指示に基づいて提出してください。 

（１）書式 

委託業務従事日誌の様式はＮＥＤＯホームページから入手できますので、年度ごとに最新版を使用し

てください。 

（２）記載方法 

① 当該委託業務以外のＮＥＤＯ業務に従事している場合（製作設計、加工、別のプロジェクトの研究開

発等）、もしくはＮＥＤＯ以外の公的資金に係る業務に従事している場合は、従事日誌の「※下記業

務以外のＮＥＤＯ業務従事の有無、ＮＥＤＯ以外の公的資金に係る業務への従事の有無」欄に、「あ

り」と記入してください。

② 従事者（研究員・業務実施者）は、従事した業務内容および従事時間を毎日、自ら記載してください。

また、業務管理者は、各従事者の記録した業務内容が実施計画書や研究進捗状況と整合しているこ

とを確認してください。

③ 研究実施場所が複数ある場合は、原則としてその事業所ごとに業務管理者を登録してください。また、

業務管理者自身が委託業務に従事する場合は、業務管理者の上司、または次席が日誌を確認して

ください。

④ 従事時間帯には、管理職、裁量労働制適用者等の勤務体系を問わず、研究実施場所などにて研究

員が委託業務に従事した時間を記載し、開始および終了時刻は２４時間制で記入してください。

⑤ 「除外する時間数」欄には、昼休み時間および残業時の食事時間等の時間を記入してください。

⑥ 作業内容は、具体的かつ詳細に、内容が確認できるように記載してください。

⑦ 従事者が月の初日から末日まで、全く委託業務に従事しなかった月は、「労務費積算書」の時間数

および金額の欄に「０」を記入し、当該月の委託業務従事日誌の作成を省略することができます。

⑧ 委託業務に係る出張の場合は、委託先等で定めている就業時間の範囲内および委託先が出張時

の時間外労働を認める規程を有し、所属上長が承認している場合は超過勤務時間も併せて委託業

務従事日誌に計上することができます。（出張が休日にあたる場合は、委託先が給与支払対象日とし

ている場合を除き従事時間とはみなしません。海外出張の場合は現地時間の日本国内での就業時

間とします。）

⑨ 「具体的な研究内容」欄は、一日毎ではなく一定範囲内（週単位等）の記載も可とします。専用の作

成様式に従って作成してください。原則、研究員単位で設定してください。

⑩ テレワークにより従事した日は、 「具体的な研究内容」欄にテレワークであることを明記してください。

週単位で記載している場合は、該当日が分かるように記載してください。月報の場合は、テレワークに

より行った作業内容等を記載してください。

⑪ 自発的な研究活動等を行う若手研究者は、時間単価適用者は「委託業務従事日誌」書式Ⅵ－１、

エフォート専従者は「委託業務従事月報」書式Ⅵ－５に自発的な研究活動等の実績も含めた研究

内容を記載してください。なお、時間単価適用者は、①自発的な研究活動等を含めた委託業務従事

日誌、②自発的な研究活動等のみの委託業務従事日誌、③自発的な研究活動等従事状況管理表

書式Ⅵ-２を作成してください。また、③管理表により、自発的な研究活動等の比率が、承認時のエ

フォートおよび上限値２０％を超えないよう管理してください。

（３）委託業務従事日誌の提出について 

委託業務従事日誌については、これまでＮＥＤＯより定期的に提出を求める場合があるとしていまし

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

大大学学ととのの
雇雇用用契契約約

期期間間

ＮＮＥＥＤＤＯＯ業業務務
従従事事期期間間

【賞与対象期間の考え方・例示】

ＮＮＥＥＤＤＯＯ
直直接接経経費費
へへのの計計上上
可可能能期期間間

賞賞与与
支支給給月月・・
対対象象期期間間

夏期手当対象期間：

１２月－５月

賞与

対象

期間

夏期手当

ＮＥＤＯプロジェクト

従事期間終了

◆ NEDO業務従事期間内に支払われた賞与

（NEDO対象期間分のみ）を計上可能とします。

年末手当対象期間：

６月－１１月

年末手当

夏期手当対象期間：

１２月－５月

年末手当対象期間：

６月－１１月

夏期手当 年末手当

１２月～３月は

賞与対象

期間外

賞与対象期間 賞与対象期間
６月～８月は

賞与対象期間外
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４４．．委委託託業業務務従従事事日日誌誌

委託業務従事日誌は、委託業務に従事した登録研究員の従事時間と作業内容を証明するもので、人

件費実績額を確認するために必須の証拠書類です。以下の要領に基づいて作成・確認いただき、プロ

ジェクト担当者からの指示に基づいて提出してください。 

（１）書式 

委託業務従事日誌の様式はＮＥＤＯホームページから入手できますので、年度ごとに最新版を使用し

てください。 

（２）記載方法 

① 当該委託業務以外のＮＥＤＯ業務に従事している場合（製作設計、加工、別のプロジェクトの研究開

発等）、もしくはＮＥＤＯ以外の公的資金に係る業務に従事している場合は、従事日誌の「※下記業

務以外のＮＥＤＯ業務従事の有無、ＮＥＤＯ以外の公的資金に係る業務への従事の有無」欄に、「あ

り」と記入してください。

② 従事者（研究員・業務実施者）は、従事した業務内容および従事時間を毎日、自ら記載してください。

また、業務管理者は、各従事者の記録した業務内容が実施計画書や研究進捗状況と整合しているこ

とを確認してください。

③ 研究実施場所が複数ある場合は、原則としてその事業所ごとに業務管理者を登録してください。また、

業務管理者自身が委託業務に従事する場合は、業務管理者の上司、または次席が日誌を確認して

ください。

④ 従事時間帯には、管理職、裁量労働制適用者等の勤務体系を問わず、研究実施場所などにて研究

員が委託業務に従事した時間を記載し、開始および終了時刻は２４時間制で記入してください。

⑤ 「除外する時間数」欄には、昼休み時間および残業時の食事時間等の時間を記入してください。

⑥ 作業内容は、具体的かつ詳細に、内容が確認できるように記載してください。

⑦ 従事者が月の初日から末日まで、全く委託業務に従事しなかった月は、「労務費積算書」の時間数

および金額の欄に「０」を記入し、当該月の委託業務従事日誌の作成を省略することができます。

⑧ 委託業務に係る出張の場合は、委託先等で定めている就業時間の範囲内および委託先が出張時

の時間外労働を認める規程を有し、所属上長が承認している場合は超過勤務時間も併せて委託業

務従事日誌に計上することができます。（出張が休日にあたる場合は、委託先が給与支払対象日とし

ている場合を除き従事時間とはみなしません。海外出張の場合は現地時間の日本国内での就業時

間とします。）

⑨ 「具体的な研究内容」欄は、一日毎ではなく一定範囲内（週単位等）の記載も可とします。専用の作

成様式に従って作成してください。原則、研究員単位で設定してください。

⑩ テレワークにより従事した日は、 「具体的な研究内容」欄にテレワークであることを明記してください。

週単位で記載している場合は、該当日が分かるように記載してください。月報の場合は、テレワークに

より行った作業内容等を記載してください。

⑪ 自発的な研究活動等を行う若手研究者は、時間単価適用者は「委託業務従事日誌」書式Ⅵ－１、

エフォート専従者は「委託業務従事月報」書式Ⅵ－５に自発的な研究活動等の実績も含めた研究

内容を記載してください。なお、時間単価適用者は、①自発的な研究活動等を含めた委託業務従事

日誌、②自発的な研究活動等のみの委託業務従事日誌、③自発的な研究活動等従事状況管理表

書式Ⅵ-２を作成してください。また、③管理表により、自発的な研究活動等の比率が、承認時のエ

フォートおよび上限値２０％を超えないよう管理してください。

（３）委託業務従事日誌の提出について 

委託業務従事日誌については、これまでＮＥＤＯより定期的に提出を求める場合があるとしていまし

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

大大学学ととのの
雇雇用用契契約約

期期間間

ＮＮＥＥＤＤＯＯ業業務務
従従事事期期間間

【賞与対象期間の考え方・例示】

ＮＮＥＥＤＤＯＯ
直直接接経経費費
へへのの計計上上
可可能能期期間間

賞賞与与
支支給給月月・・
対対象象期期間間

夏期手当対象期間：

１２月－５月

賞与

対象

期間

夏期手当

ＮＥＤＯプロジェクト

従事期間終了

◆ NEDO業務従事期間内に支払われた賞与

（NEDO対象期間分のみ）を計上可能とします。

年末手当対象期間：

６月－１１月

年末手当

夏期手当対象期間：

１２月－５月

年末手当対象期間：

６月－１１月

夏期手当 年末手当

１２月～３月は

賞与対象

期間外

賞与対象期間 賞与対象期間
６月～８月は

賞与対象期間外
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６６．．謝謝金金ににつついいてて  

＜基本的な考え方＞ 

委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換および検討や、検討のための「委員会

等（ワーキング・グループを含む）」に要する役務経費

【例示】

委託業務の実施に必要な委員会等の外部委員への謝金

講演会等の謝金

技術指導、原稿の執筆、査読、校正（外国語等）等の役務提供に対する謝金

通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）

・謝金の対象とする委員と有識者は、実施計画書に記載された者とします。実施計画書に記載のない者

に役務提供を求め謝金を支払う場合は、事前に実施計画変更届出書を提出してください。

・委託先において、稟議書等により委員の委嘱手続を必ず行ってください。また、代理出席者について

は、委任状が必要となります。

・委員会開催時は、必ず議事録を作成してください。その際、出席者名も記載してください。

・役務提供の場合は、役務内容が確認できる資料を作成してください。

・国または地方公務員への謝金は、以下の例外を除いて認められません。

①該当者の所属する組織の規程で、公務であっても謝金の受け取りが認められている場合

②上記①以外で、該当者が勤務時間外に出席している場合

・謝金は委託先の規程等により積算した額とします。規程がない場合は、決裁を受けた書類のコピーを

添付してください。

・謝金は、源泉徴収額を含んだ額を計上してください。なお、個人に対する謝金、手当等の報酬に係る

消費税の取扱いについては、委託先の会計処理によるものとします。

・謝金は個人に対する報酬のため、個人が受領しなければなりません。したがって、現金支払の場合は

必ず本人に直接支払い、委託先の規程等に基づく支払確認書類を取り付けてください。また、金融機

関振込の場合は、本人名義の口座に振り込んでください。ただし、委託先の規程等により法人の受領

が認められている場合は、法人の受領も認めます。

・研究員が研究員の立場で委員会に出席している場合には、謝金の支払対象にはなりません。（ただし、

当該委員会が研究員の研究対象でかつ研究員が研究員の立場で出席した場合は、研究員人件費と

しての計上は可能です。）一方、研究員が委員を兼務しており、委員会で委員（有識者）として意見等

の交換や検討を行う場合には、謝金の支払対象となります。（この場合は、人件費の計上はできませ

ん。）

※謝金は労務費積算書ではなく、月別項目別明細表（大学等）または支出簿（国立研究開発法人等）

に記載してください（「経費計上の手引き」を参照）。

たが、今後は事業者の負担に配慮し、原則、検査前に纏めてＮＥＤＯに提出することといたします。な

お、事業者の意向により、従前どおり定期的にＮＥＤＯに提出することとする場合は、プロジェクト担当

部にお問い合わせください。 

また、提出された従事日誌を基に、具体的な研究内容・作業内容について、作成いただいた研究者

本人にヒアリングを行うことがあります。 

５５．．人人件件費費のの適適正正なな計計上上ににつついいてて  

人件費を適正に処理するためには、業務内容、従事時間、人件費単価の管理およびその記録を適切

に行い、関係書類との整合性等を確認することが重要です。 

（１）人件費の計上時は、「人件費算定表」書式Ⅵ－６（Ｐ．１００）と「労務費積算書」書式Ⅵ－７（Ｐ．１０

１）を用いてください。人件費算定表は原則として研究員・補助員毎に作成し、算出された人件費を

労務費積算書に転記します。労務費積算書に計上された人件費を四半期毎に経費発生調書に転

記してください。（転記する際、大学等は消費税を加算することを忘れないでください。国立研究開

発法人等は一般事業者と同様に消費税抜き額としてください。）

（２）人件費証拠書類をはじめとするＮＥＤＯへの提出・提示書類は、機関の規程等に従い、内部でのチ

ェックを厳重に行ってください。

特に、従事日誌は業務管理者による確認に加えて、事業者としてのコンプライアンス（法令遵守）

プログラム等を有する場合はその責任者※が、有しない場合には役員や人事管理担当者等、責任を

有する者が従事内容の確認を行ってください。

※例えば、当該委託業務を実施する部門のコンプライアンス責任者が該当します（業務管理者が

兼務しても構いません）。

（３）委託先における従事記録と人件費の算出等が適切に行われたことを確実に把握するため、委託先

における経理責任者は、人件費関連書類を照合してください。

＜照合する書類の例＞ 

委託業務従事日誌 

① 就業規則

② 就業カレンダー（就業日、休日等が記載されているもの）

③ 勤務状況を管理しているもの（出勤簿、タイムカード、休暇届簿等）

④ 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書等）

⑤ テレワークに関する規程類、法人内手続きに要する書類（例：申請書、承認書、報告書等）（テ

レワーク従事者がいる場合）

⑥ 自発的な研究活動等従事状況管理表（当該若手研究員が時間単価により自発的な研究活動

等に従事する場合）

給与証明書 

① 人件費算定表

② 給与明細

③ 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書等）

労務費積算書 

上記で確認した従事時間と人件費単価が間違いなく反映されているか 
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６６．．謝謝金金ににつついいてて  

＜基本的な考え方＞ 

委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換および検討や、検討のための「委員会

等（ワーキング・グループを含む）」に要する役務経費

【例示】

委託業務の実施に必要な委員会等の外部委員への謝金

講演会等の謝金

技術指導、原稿の執筆、査読、校正（外国語等）等の役務提供に対する謝金

通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）

・謝金の対象とする委員と有識者は、実施計画書に記載された者とします。実施計画書に記載のない者

に役務提供を求め謝金を支払う場合は、事前に実施計画変更届出書を提出してください。

・委託先において、稟議書等により委員の委嘱手続を必ず行ってください。また、代理出席者について

は、委任状が必要となります。

・委員会開催時は、必ず議事録を作成してください。その際、出席者名も記載してください。

・役務提供の場合は、役務内容が確認できる資料を作成してください。

・国または地方公務員への謝金は、以下の例外を除いて認められません。

①該当者の所属する組織の規程で、公務であっても謝金の受け取りが認められている場合

②上記①以外で、該当者が勤務時間外に出席している場合

・謝金は委託先の規程等により積算した額とします。規程がない場合は、決裁を受けた書類のコピーを

添付してください。

・謝金は、源泉徴収額を含んだ額を計上してください。なお、個人に対する謝金、手当等の報酬に係る

消費税の取扱いについては、委託先の会計処理によるものとします。

・謝金は個人に対する報酬のため、個人が受領しなければなりません。したがって、現金支払の場合は

必ず本人に直接支払い、委託先の規程等に基づく支払確認書類を取り付けてください。また、金融機

関振込の場合は、本人名義の口座に振り込んでください。ただし、委託先の規程等により法人の受領

が認められている場合は、法人の受領も認めます。

・研究員が研究員の立場で委員会に出席している場合には、謝金の支払対象にはなりません。（ただし、

当該委員会が研究員の研究対象でかつ研究員が研究員の立場で出席した場合は、研究員人件費と

しての計上は可能です。）一方、研究員が委員を兼務しており、委員会で委員（有識者）として意見等

の交換や検討を行う場合には、謝金の支払対象となります。（この場合は、人件費の計上はできませ

ん。）

※謝金は労務費積算書ではなく、月別項目別明細表（大学等）または支出簿（国立研究開発法人等）

に記載してください（「経費計上の手引き」を参照）。

たが、今後は事業者の負担に配慮し、原則、検査前に纏めてＮＥＤＯに提出することといたします。な

お、事業者の意向により、従前どおり定期的にＮＥＤＯに提出することとする場合は、プロジェクト担当

部にお問い合わせください。 

また、提出された従事日誌を基に、具体的な研究内容・作業内容について、作成いただいた研究者

本人にヒアリングを行うことがあります。 

５５．．人人件件費費のの適適正正なな計計上上ににつついいてて  

人件費を適正に処理するためには、業務内容、従事時間、人件費単価の管理およびその記録を適切

に行い、関係書類との整合性等を確認することが重要です。 

（１）人件費の計上時は、「人件費算定表」書式Ⅵ－６（Ｐ．１００）と「労務費積算書」書式Ⅵ－７（Ｐ．１０

１）を用いてください。人件費算定表は原則として研究員・補助員毎に作成し、算出された人件費を

労務費積算書に転記します。労務費積算書に計上された人件費を四半期毎に経費発生調書に転

記してください。（転記する際、大学等は消費税を加算することを忘れないでください。国立研究開

発法人等は一般事業者と同様に消費税抜き額としてください。）

（２）人件費証拠書類をはじめとするＮＥＤＯへの提出・提示書類は、機関の規程等に従い、内部でのチ

ェックを厳重に行ってください。

特に、従事日誌は業務管理者による確認に加えて、事業者としてのコンプライアンス（法令遵守）

プログラム等を有する場合はその責任者※が、有しない場合には役員や人事管理担当者等、責任を

有する者が従事内容の確認を行ってください。

※例えば、当該委託業務を実施する部門のコンプライアンス責任者が該当します（業務管理者が

兼務しても構いません）。

（３）委託先における従事記録と人件費の算出等が適切に行われたことを確実に把握するため、委託先

における経理責任者は、人件費関連書類を照合してください。

＜照合する書類の例＞ 

委託業務従事日誌 

① 就業規則

② 就業カレンダー（就業日、休日等が記載されているもの）

③ 勤務状況を管理しているもの（出勤簿、タイムカード、休暇届簿等）

④ 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書等）

⑤ テレワークに関する規程類、法人内手続きに要する書類（例：申請書、承認書、報告書等）（テ

レワーク従事者がいる場合）

⑥ 自発的な研究活動等従事状況管理表（当該若手研究員が時間単価により自発的な研究活動

等に従事する場合）

給与証明書 

① 人件費算定表

② 給与明細

③ 雇用に関する契約書（出向契約書、派遣契約書等）

労務費積算書 

上記で確認した従事時間と人件費単価が間違いなく反映されているか 
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<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－１１ 

契約管理番号： □□□□□□□□－０ 別紙８

なし なし

通常勤務 業務管理者　所属：

氏名： 氏名： ○○　○○

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

12/1 日

12/2 月

12/3 火 10:00 15:00 1:00 4:00

12/4 水 9:00 17:00 1:00 7:00

12/5 木 10:00 17:00 1:00 6:00

12/6 金 10:00 16:00 1:00 5:00

12/7 土

12/8 日

12/9 月 9:00 17:00 1:00 7:00

12/10 火 9:00 17:00 1:00 7:00

12/11 水 10:00 16:00 1:00 5:00

12/12 木 10:00 15:00 1:00 4:00

12/13 金 10:00 17:00 1:00 6:00

12/14 土

12/15 日

12/16 月

12/17 火

12/18 水

12/19 木

12/20 金

12/21 土

12/22 日

12/23 月

12/24 火 11:00 12:00 1:00

12/25 水 11:00 15:00 1:00 3:00

12/26 木

12/27 金

12/28 土

12/29 日

12/30 月

12/31 火

5555::0000 5555..0000

所所属属 氏氏名名

＊事業者としてコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合にはその責任者が、有しない場合

 には役員等コンプライアンスに関し責任を有する者が、併せて従事内容の確認を行ってください。

＊具体的な研究内容・作業内容について作成頂いた研究者本人にヒアリングさせて頂くことがあります。

ＮＥＤＯ確認欄

確確認認日日

合計 数値表示に変換した右の時間数を労務費積算書に記入

日
曜
日

従事時間帯(２４時間制で時刻入力) 除外する
時間数

従事した
時間数

具体的な研究内容、作業内容
※独自の休日を設定する場合は「除外する時間数」欄をダブルクリック

①○○○○○○○○○○○○についての解析方法の検討
○○○○○○○○○○○○○について、△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△の解析するうえで、□□□□□□□□□□□□□□による手

法と☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆による手法の有効性につ

いて検討し、☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆の▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽の効果よ

り☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆の有効性が高いと判断された。

②学会発表資料の修正、論文作成

（12/5はテレワークにより②を実施）

①12/9-10：出張　第○○回○○○○学会参加　委託事業の△△△△△
△△△研究に関して発表し、□□□□□□□□□□□□に対する質問に

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○との回答をした。他、▽▽▽

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽に関する技術調査を行った。

②○○○○○○○○○○○○の試験データの解析のため、○○○○○○

○○○の検討、及び、△△△△△△△△△△△を検証した。

○○○○○○○○○○○委員会（12/25）の開催、および準備

□□　□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

再委託等項目：

委託先等名称：

従事者　所属： ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇

２０○○年１２月分 委託業務従事日誌

※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事： ※NEDO以外の公的資金に係る業務への従事：

件名： ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

管理者：労働基準法上の管理監督者である管理職

裁量：労働基準法上の裁量労働制

高プロ：労働基準法上の高度プロフェッショナル制度

出向：出向者

通常勤務：上記以外で、時間外手当、休日手当が支給さ

れる一般的な研究員（フレックスタイム制含む）

その他：上記では区分できない研究員 

 

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－１１ 

契約管理番号： □□□□□□□□－□ 別紙８

なし なし

通常勤務 業務管理者　所属：

氏名： 氏名： ○○　○○

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

2/1 水

2/2 木

2/3 金 10:00 18:00 1:00 7:00

2/4 土

2/5 日

2/6 月

2/7 火 10:00 17:00 1:00 6:00

2/8 水 11:00 16:00 1:00 4:00

2/9 木

2/10 金

2/11 土

2/12 日

2/13 月 13:00 18:00 5:00

2/14 火 13:00 18:00 5:00

2/15 水 10:00 12:00 15:00 17:00 0:20 3:40

2/16 木

2/17 金

2/18 土

2/19 日

2/20 月 9:00 17:00 1:00 7:00

2/21 火 9:00 17:00 1:00 7:00

2/22 水 13:00 16:00 3:00

2/23 祝

2/24 金 10:00 15:00 1:00 4:00

2/25 土

2/26 日

2/27 月 13:00 17:00 4:00

2/28 火 9:00 17:00 1:00 7:00

6622::4400 6622..6666

所所属属 氏氏名名

２０○○年2月分 委託業務従事日誌

※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事： ※NEDO以外の公的資金に係る業務への従事：

件名： ○○ ／　○○

□□ □□

再委託等項目：

委託先等名称： △△△

従事者　所属： ◇◇◇ ◇◇◇

日
曜
日

従事時間帯(２４時間制で時刻入力) 除外する
時間数

従事した
時間数

具体的な研究内容、作業内容
※独自の休日を設定する場合は「休日」と入力

○○○○の試験を実施

○○△△△△△△の試験を実施

○○△△△△△△の試験を実施

△△△△△△○○○○○の試験を実施

【テレワーク】○○□□△△□□△△の試験データの分析

【テレワーク】○○○試作機の仕様検討、○○○○試験データの分析

出張：第○○回△△○○学会にて情報収集

出張：第○○回△△○○学会にて情報収集

論文作成、○○□□試験データの分析

第○回□□□□□□□○○○委員会の開催

△△△△△△○○○○○の試験を実施

出張：NEDO評価委員会への出席

＊具体的な研究内容・作業内容について作成頂いた研究者本人にヒアリングさせて頂くことがあります。

合計 数値表示に変換した右の時間数を労務費積算書に記入

ＮＥＤＯ確認欄

確確認認日日

＊事業者としてコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合にはその責任者が、有しない場合

 には役員等コンプライアンスに関し責任を有する者が、併せて従事内容の確認を行ってください。

ププ ルルダダウウンン

でで選選択択

管理者：労働基準法上の管理監督者である管理職 
裁量：労働基準法上の裁量労働制

高プロ：労働基準法上の高度プロフェッショナル制度

出向：出向者

通常勤務：上記以外で、時間外手当、休日手当が支給さ

れる一般的な研究員（フレックスタイム制含む）

その他：上記では区分できない研究員
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<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－１１ 

契約管理番号： □□□□□□□□－０ 別紙８

なし なし

通常勤務 業務管理者　所属：

氏名： 氏名： ○○　○○

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

12/1 日

12/2 月

12/3 火 10:00 15:00 1:00 4:00

12/4 水 9:00 17:00 1:00 7:00

12/5 木 10:00 17:00 1:00 6:00

12/6 金 10:00 16:00 1:00 5:00

12/7 土

12/8 日

12/9 月 9:00 17:00 1:00 7:00

12/10 火 9:00 17:00 1:00 7:00

12/11 水 10:00 16:00 1:00 5:00

12/12 木 10:00 15:00 1:00 4:00

12/13 金 10:00 17:00 1:00 6:00

12/14 土

12/15 日

12/16 月

12/17 火

12/18 水

12/19 木

12/20 金

12/21 土

12/22 日

12/23 月

12/24 火 11:00 12:00 1:00

12/25 水 11:00 15:00 1:00 3:00

12/26 木

12/27 金

12/28 土

12/29 日

12/30 月

12/31 火

5555::0000 5555..0000

所所属属 氏氏名名

＊事業者としてコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合にはその責任者が、有しない場合

 には役員等コンプライアンスに関し責任を有する者が、併せて従事内容の確認を行ってください。

＊具体的な研究内容・作業内容について作成頂いた研究者本人にヒアリングさせて頂くことがあります。

ＮＥＤＯ確認欄

確確認認日日

合計 数値表示に変換した右の時間数を労務費積算書に記入

日
曜
日

従事時間帯(２４時間制で時刻入力) 除外する
時間数

従事した
時間数

具体的な研究内容、作業内容
※独自の休日を設定する場合は「除外する時間数」欄をダブルクリック

①○○○○○○○○○○○○についての解析方法の検討
○○○○○○○○○○○○○について、△△△△△△△△△△△△△△

△△△△△の解析するうえで、□□□□□□□□□□□□□□による手

法と☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆による手法の有効性につ

いて検討し、☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆の▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽の効果よ

り☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆の有効性が高いと判断された。

②学会発表資料の修正、論文作成

（12/5はテレワークにより②を実施）

①12/9-10：出張　第○○回○○○○学会参加　委託事業の△△△△△
△△△研究に関して発表し、□□□□□□□□□□□□に対する質問に

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○との回答をした。他、▽▽▽

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽に関する技術調査を行った。

②○○○○○○○○○○○○の試験データの解析のため、○○○○○○

○○○の検討、及び、△△△△△△△△△△△を検証した。

○○○○○○○○○○○委員会（12/25）の開催、および準備

□□　□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

再委託等項目：

委託先等名称：

従事者　所属： ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇

２０○○年１２月分 委託業務従事日誌

※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事： ※NEDO以外の公的資金に係る業務への従事：

件名： ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

管理者：労働基準法上の管理監督者である管理職

裁量：労働基準法上の裁量労働制

高プロ：労働基準法上の高度プロフェッショナル制度

出向：出向者

通常勤務：上記以外で、時間外手当、休日手当が支給さ

れる一般的な研究員（フレックスタイム制含む）

その他：上記では区分できない研究員 

 

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－１１ 

契約管理番号： □□□□□□□□－□ 別紙８

なし なし

通常勤務 業務管理者　所属：

氏名： 氏名： ○○　○○

開始時刻 終了時刻 開始時刻 終了時刻

2/1 水

2/2 木

2/3 金 10:00 18:00 1:00 7:00

2/4 土

2/5 日

2/6 月

2/7 火 10:00 17:00 1:00 6:00

2/8 水 11:00 16:00 1:00 4:00

2/9 木

2/10 金

2/11 土

2/12 日

2/13 月 13:00 18:00 5:00

2/14 火 13:00 18:00 5:00

2/15 水 10:00 12:00 15:00 17:00 0:20 3:40

2/16 木

2/17 金

2/18 土

2/19 日

2/20 月 9:00 17:00 1:00 7:00

2/21 火 9:00 17:00 1:00 7:00

2/22 水 13:00 16:00 3:00

2/23 祝

2/24 金 10:00 15:00 1:00 4:00

2/25 土

2/26 日

2/27 月 13:00 17:00 4:00

2/28 火 9:00 17:00 1:00 7:00

6622::4400 6622..6666

所所属属 氏氏名名

２０○○年2月分 委託業務従事日誌

※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事： ※NEDO以外の公的資金に係る業務への従事：

件名： ○○ ／　○○

□□ □□

再委託等項目：

委託先等名称： △△△

従事者　所属： ◇◇◇ ◇◇◇

日
曜
日

従事時間帯(２４時間制で時刻入力) 除外する
時間数

従事した
時間数

具体的な研究内容、作業内容
※独自の休日を設定する場合は「休日」と入力

○○○○の試験を実施

○○△△△△△△の試験を実施

○○△△△△△△の試験を実施

△△△△△△○○○○○の試験を実施

【テレワーク】○○□□△△□□△△の試験データの分析

【テレワーク】○○○試作機の仕様検討、○○○○試験データの分析

出張：第○○回△△○○学会にて情報収集

出張：第○○回△△○○学会にて情報収集

論文作成、○○□□試験データの分析

第○回□□□□□□□○○○委員会の開催

△△△△△△○○○○○の試験を実施

出張：NEDO評価委員会への出席

＊具体的な研究内容・作業内容について作成頂いた研究者本人にヒアリングさせて頂くことがあります。

合計 数値表示に変換した右の時間数を労務費積算書に記入

ＮＥＤＯ確認欄

確確認認日日

＊事業者としてコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合にはその責任者が、有しない場合

 には役員等コンプライアンスに関し責任を有する者が、併せて従事内容の確認を行ってください。

ププ ルルダダウウンン

でで選選択択

管理者：労働基準法上の管理監督者である管理職 
裁量：労働基準法上の裁量労働制

高プロ：労働基準法上の高度プロフェッショナル制度

出向：出向者

通常勤務：上記以外で、時間外手当、休日手当が支給さ

れる一般的な研究員（フレックスタイム制含む）

その他：上記では区分できない研究員
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契約管理番号：□□□□□□□□-□ 

専従証明書 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

○○○○部長 殿

委託期間：２０○○年４月１日～２０○○年２月２８日 

研究者氏名 雇用契約の形態 専従期間 
備  考 

○○ ○○ 時給制 ２０○○.10.1～２０○○.1１.30 

２０○○年○○月○○日 

 上記の者は、当該委託事業のみに従事して、他の業務には一切、従事させないことを証明致します。

また、人事担当者より、本人にＮＥＤＯ委託事業のみに従事することとなる旨、書面により通知致しま

す。 

 なお、本証明書にて登録した研究員が他の業務に従事していたことが判明した場合、当該研究員が

委託業務に従事した期間の人件費は一切請求致しません。 

住 所  東京都渋谷区◆◆○丁目○○番地 

名 称  学校法人 ○○大学 

証  明  者  人事部長 ○○ ○○

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－３３ 

別紙18

委託事業

事業名：

再委託等項目：

委託先等名称：

従事者　所属： 　所属：

氏名： 氏名：

実施期間：

本事業内で行う
自発的な研究活動等の

承認時のエフォート

自発的な研究活動等従事状況

業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

当該事業の
従事時間（Ａ）

105.25 99.00 101.00 ・・・ 305.25

うち自発的な研究活動等の
従事時間（Ｂ）

20.50 17.00 23.50 ・・・ 61.00

自発的な研究活動等の
比率（Ｃ）＝（Ｂ）/（A）

19.48% 17.17% 23.27% 19.98%

契約管理番号：

※従事日誌の各月の従事した時間数（数値表示）を転記してください。

（単位：時間）

※委託事業または助成事業を選択してください。

　自発的な研究活動等従事状況管理表

※自発的な研究活動等の比率が、承認時のエフォートおよび20％を超えないようにしてください。

20○○年○月○日作成

業務管理者

20○○年4月1日　～　20○○年3月31日

○％

 

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－２２ 
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契約管理番号：□□□□□□□□-□ 

専従証明書 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

○○○○部長 殿

委託期間：２０○○年４月１日～２０○○年２月２８日 

研究者氏名 雇用契約の形態 専従期間 
備  考 

○○ ○○ 時給制 ２０○○.10.1～２０○○.1１.30 

２０○○年○○月○○日 

 上記の者は、当該委託事業のみに従事して、他の業務には一切、従事させないことを証明致します。

また、人事担当者より、本人にＮＥＤＯ委託事業のみに従事することとなる旨、書面により通知致しま

す。 

 なお、本証明書にて登録した研究員が他の業務に従事していたことが判明した場合、当該研究員が

委託業務に従事した期間の人件費は一切請求致しません。 

住 所  東京都渋谷区◆◆○丁目○○番地 

名 称  学校法人 ○○大学 

証  明  者  人事部長 ○○ ○○

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－３３ 

別紙18

委託事業

事業名：

再委託等項目：

委託先等名称：

従事者　所属： 　所属：

氏名： 氏名：

実施期間：

本事業内で行う
自発的な研究活動等の

承認時のエフォート

自発的な研究活動等従事状況

業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

当該事業の
従事時間（Ａ）

105.25 99.00 101.00 ・・・ 305.25

うち自発的な研究活動等の
従事時間（Ｂ）

20.50 17.00 23.50 ・・・ 61.00

自発的な研究活動等の
比率（Ｃ）＝（Ｂ）/（A）

19.48% 17.17% 23.27% 19.98%

契約管理番号：

※従事日誌の各月の従事した時間数（数値表示）を転記してください。

（単位：時間）

※委託事業または助成事業を選択してください。

　自発的な研究活動等従事状況管理表

※自発的な研究活動等の比率が、承認時のエフォートおよび20％を超えないようにしてください。

20○○年○月○日作成

業務管理者

20○○年4月1日　～　20○○年3月31日

○％

 

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－２２ 
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契約管理番号： □□□□□□□□－□ 別紙11

なし ◆エフォート専従者は申告したエフォートを記載 80%

通常勤務 業務管理者　所属：

氏名： 氏名： ○○　○○

テーマ（実施計画書の担当事業内容）

１．当月の従事報告（事業の進捗（従事内容）を記載）

②△△△についての設計

③□□□についての調査

テレワークにより、②の◇◇◇、×××を実施した。

２．その他特記事項

所所属属 氏氏名名

20○○年4月分 委託業務従事月報

※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事：

件名： ○○　／　○○

①○○○についての分析

再委託等項目：  

委託先等名称： △△△

従事者　所属： ◇◇◇ ◇◇◇

□□　□□

○○○□□□＊＊＊

＊事業者としてコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合にはその責任者が、有しない場合には役員等コンプライアン

スに関し責任を有する者が、併せて従事内容の確認を行ってください。
＊具体的な研究内容・作業内容について作成頂いた研究者本人にヒアリングさせて頂くことがあります。

（外来的要因にやむを得ない事情により、一時的に当該業務に従事できなかった場合は、①当該業
務に従事できなかった理由、及び②その期間（日単位）について記載すること。）

ＮＥＤＯ確認欄

確確認認日日

 

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－５５ 

管理者：労働基準法上の管理監督者である管理職

裁量：労働基準法上の裁量労働制

高プロ：労働基準法上の高度プロフェッショナル制度

出向：出向者

通常勤務：上記以外で、時間外手当、休日手当が支給

される一般的な研究員（フレックスタイム制含む） 
その他：上記では区分できない研究員

別紙１２－２ 

契約管理番号：□□□□□□□□－□ 

エフォート証明書

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

○○○○部長 殿

事業期間：２０○○年 ４月 １日～２０○○年 ２月２８日 

研究員氏名 
雇用契約 

の形態 

当該事業エフォート 

(通年度)（％） 

当該事業以外の 

エフォート（％）
従事期間 備 考 

○○ ○○
年俸制 

（裁量労働） 
４０ 

他NEDO業務： ３０ 

自社業務：  １０ 

○○業務：  ２０ 

２０○○.4.1～ 

２０○○.2.28 

○○ ○○
年俸制（裁量

労働以外） 
７５ 

他NEDO業務： １５ 

自社業務：    １０ 

２０○○.4.1～ 

２０○○.9.30 

○○ ○ 日給制 １００  無し 
２０○○.4.1～ 

２０○○.2.28 

２０○○年○○月○○日 

上記の者は、当該事業の従事においては、上記申告したエフォートにて半年以上従事させることを証明

致します。また、本人に当該エフォートにて従事することとなる旨、書面により通知します。 

住 所   東京都新宿区◆◆○丁目○○番地 

名 称   学校法人 ○○大学 

証  明  者  人事部長 ○○ ○○

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－４４ 

－ 98 －

Ⅵ



契約管理番号： □□□□□□□□－□ 別紙11

なし ◆エフォート専従者は申告したエフォートを記載 80%

通常勤務 業務管理者　所属：

氏名： 氏名： ○○　○○

テーマ（実施計画書の担当事業内容）

１．当月の従事報告（事業の進捗（従事内容）を記載）

②△△△についての設計

③□□□についての調査

テレワークにより、②の◇◇◇、×××を実施した。

２．その他特記事項

所所属属 氏氏名名

20○○年4月分 委託業務従事月報

※下記業務以外のＮＥＤＯ業務従事：

件名： ○○　／　○○

①○○○についての分析

再委託等項目：  

委託先等名称： △△△

従事者　所属： ◇◇◇ ◇◇◇

□□　□□

○○○□□□＊＊＊

＊事業者としてコンプライアンス（法令遵守）プログラム等を有する場合にはその責任者が、有しない場合には役員等コンプライアン

スに関し責任を有する者が、併せて従事内容の確認を行ってください。
＊具体的な研究内容・作業内容について作成頂いた研究者本人にヒアリングさせて頂くことがあります。

（外来的要因にやむを得ない事情により、一時的に当該業務に従事できなかった場合は、①当該業
務に従事できなかった理由、及び②その期間（日単位）について記載すること。）

ＮＥＤＯ確認欄

確確認認日日

 

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－５５ 

管理者：労働基準法上の管理監督者である管理職

裁量：労働基準法上の裁量労働制

高プロ：労働基準法上の高度プロフェッショナル制度

出向：出向者

通常勤務：上記以外で、時間外手当、休日手当が支給

される一般的な研究員（フレックスタイム制含む） 
その他：上記では区分できない研究員

別紙１２－２ 

契約管理番号：□□□□□□□□－□ 

エフォート証明書

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

○○○○部長 殿

事業期間：２０○○年 ４月 １日～２０○○年 ２月２８日 

研究員氏名 
雇用契約 

の形態 

当該事業エフォート 

(通年度)（％） 

当該事業以外の 

エフォート（％）
従事期間 備 考 

○○ ○○
年俸制 

（裁量労働） 
４０ 

他NEDO業務： ３０ 

自社業務：  １０ 

○○業務：  ２０ 

２０○○.4.1～ 

２０○○.2.28 

○○ ○○
年俸制（裁量

労働以外） 
７５ 

他NEDO業務： １５ 

自社業務：    １０ 

２０○○.4.1～ 

２０○○.9.30 

○○ ○ 日給制 １００  無し 
２０○○.4.1～ 

２０○○.2.28 

２０○○年○○月○○日 

上記の者は、当該事業の従事においては、上記申告したエフォートにて半年以上従事させることを証明

致します。また、本人に当該エフォートにて従事することとなる旨、書面により通知します。 

住 所   東京都新宿区◆◆○丁目○○番地 

名 称   学校法人 ○○大学 

証  明  者  人事部長 ○○ ○○

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－４４ 
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<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－７７ 
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【
B

】
基

本
給

時
間

単
価

【
C

】
（
A

/
B

）

当
月

支
給

額 【
A

】

法
定

福
利

費
事

業
主

負
担

分

原
則

と
し

て
Ｎ

Ｅ
Ｄ

Ｏ
非

専
従

等
の

場
合

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
<
※

1
>
 賞

与
は

支
給

対
象

月
完

了
後

に
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。

<
※

2
>
 通

勤
費

は
月

ご
と

の
計

上
と

し
ま

す
。

通
勤

費
は

、
消

費
税

を
割

り
戻

し
た

税
抜

額
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。

（
通

勤
費

以
外

の
手

当
で

も
支

給
額

が
確

定
し

て
お

り
、

前
払

い
で

支
給

さ
れ

る
手

当
は

経
過

月
ご

と
に

計
上

で
き

ま
す

。
）

<
※

3
>
 時

間
外

手
当

は
N

E
D

O
従

事
対

象
期

間
の

み
と

し
ま

す
。

<
※

4
>
 各

大
学

で
規

定
さ

れ
て

い
る

手
当

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（手

当
の

種
類

ご
と

に
列

を
分

け
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
）

<
※

5
>
 1

ヶ
月

の
労

働
時

間
：所

定
労

働
時

間
（
有

給
を

含
む

）
＋

所
定

外
労

働
時

間

<
※

6
>
 賞

与
対

象
期

間
の

実
労

働
時

間
の

合
計

時
間

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

<
※

7
>
 時

間
数

を
按

分
す

る
場

合
は

按
分

後
の

時
間

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
従

事
日

誌
記

載
の

時
間

数
と

一
致

し
な

い
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

<
※

8
>
 賞

与
対

象
期

間
の

N
E
D

O
従

事
時

間
の

合
計

時
間

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

<
※

9
>
 消

費
税

相
当

額
の

金
額

を
加

算
し

た
合

計
額

を
労

務
費

積
算

書
に

転
記

し
て

く
だ

さ
い

。
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別
紙

９

件
　

　
　

名
：

再
委

託
先

等
項

目
：

時
間

数
金

額
時
間

数
金
額

時
間
数

金
額

時
間

数
金
額

時
間
数

金
額

時
間

数
金
額

時
間
数

金
額

○
○

○
○

○
42

6,
02

0
42
6
,0
20

42
6,
0
20

42
6
,0
20

4
26
,0

20
42
6
,0
20

0.
00

2,
55
6
,1
20

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
0

0
0

0
0

0.
00

0

0
.0
0

42
6,
02

0
0.

00
42
6
,0
20

0.
00

42
6,
0
20

0.
00

42
6
,0
20

0.
00

4
26
,0

20
0.

00
42
6
,0
20

0.
00

2,
55
6
,1
20

0
.0
0

42
6,
02

0
0.

00
85
2
,0
40

0.
00

1,
2
78
,0

60
0.

00
1
,7
04

,0
80

0.
00

2,
1
30
,1

00
0.

00
2
,5
56

,1
20

時
間

円
時
間

円

　
＊

１
．

登
録

研
究

員
と
補

助
員

は
そ

れ
ぞ

れ
別

葉
で

作
成

し
て

く
だ

さ
い
。

　
＊

２
．

エ
フ

ォ
ー

ト
専
従

者
の

場
合

は
、

単
価

、
適

用
月

、
時

間
数

欄
を
空

欄
と

し
、

金
額

欄
に

月
額

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

上
期

月
別

合
計

第
１

四
半

期
第

２
四

半
期

単
価

適
用

月
４
月

５
月

７
月

年
度
内

月
別

累
計

氏
名

四
半

期
別

合
計

○
○

　
○
○

0.
0
0

1,
27

8,
06

0
0
.0
0

1,
27
8,

06
0

６
月

８
月

９
月

上
期

合
計

氏
名
：

○
○

○

○
○

○

20
○

○
年
度

○
○
○

○
○

○

□
□

□
□

□
□

□
□

－
□

契
約

管
理
番

号
：

労
務
費

積
算
書

委
託

先
等
名

称
：

業
務

管
理

者
　
所

属
：

<<参参考考例例>>  書書式式 VI－－７７ 

通
勤

費
<
※

2
>

時
間

外
手

当
<
※

3
>

○
○

<
※

4
>

・
・
・
・
・

○
○

<
※

4
>

厚
生

年
金

健
康

保
険

介
護

保
険

児
童

手
当

労
災

保
険

雇
用

保
険

４
月

・
・
・
・
・

５
月

・
・
・
・
・

６
月

・
・
・
・
・

夏
期

手
当

<
※

1
>

・
・
・
・
・

<
※

6
>

<
※

８
>

７
月

・
・
・
・
・

８
月

・
・
・
・
・

９
月

・
・
・
・
・

１
０

月
・
・
・
・
・

１
１

月
・
・
・
・
・

１
２

月
・
・
・
・
・

年
末

手
当

<
※

1
>

・
・
・
・
・

<
※

6
>

<
※

８
>

１
月

・
・
・
・
・

２
月

・
・
・
・
・

３
月

・
・
・
・
・

計
・
・
・
・
・

N
E
D

O
へ

の
計

上
額

<
※

９
>

【
Ａ

＋
Ｆ

】
又

は
【
E
＋

F
】

消
費

税
相

当
額

【
F
】

計

【
E
】
(C

×
D

)

氏
名

○
○

○
○

人
件

費
算

定
表

 （
大

学
用

）

諸
手

当

Ｎ
Ｅ

Ｄ
Ｏ

従
事

時
間

<
※

７
>

【
D

】

当
月

労
働

時
間

<
※

5
>

【
B

】
基

本
給

時
間

単
価

【
C

】
（
A

/
B

）

当
月

支
給

額 【
A

】

法
定

福
利

費
事

業
主

負
担

分

原
則

と
し

て
Ｎ

Ｅ
Ｄ

Ｏ
非

専
従

等
の

場
合

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
<
※

1
>
 賞

与
は

支
給

対
象

月
完

了
後

に
計

上
し

て
く
だ

さ
い

。

<
※

2
>
 通

勤
費

は
月

ご
と

の
計

上
と

し
ま

す
。

通
勤

費
は

、
消

費
税

を
割

り
戻

し
た

税
抜

額
を

計
上

し
て

く
だ

さ
い

。

（
通

勤
費

以
外

の
手

当
で

も
支

給
額

が
確

定
し

て
お

り
、

前
払

い
で

支
給

さ
れ

る
手

当
は

経
過

月
ご

と
に

計
上

で
き

ま
す

。
）

<
※

3
>
 時

間
外

手
当

は
N

E
D

O
従

事
対

象
期

間
の

み
と

し
ま

す
。

<
※

4
>
 各

大
学

で
規

定
さ

れ
て

い
る

手
当

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
（手

当
の

種
類

ご
と

に
列

を
分

け
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
）

<
※

5
>
 1

ヶ
月

の
労

働
時

間
：所

定
労

働
時

間
（
有

給
を

含
む

）
＋

所
定

外
労

働
時

間

<
※

6
>
 賞

与
対

象
期

間
の

実
労

働
時

間
の

合
計

時
間

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

<
※

7
>
 時

間
数

を
按

分
す

る
場

合
は

按
分

後
の

時
間

数
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
従

事
日

誌
記

載
の

時
間

数
と

一
致

し
な

い
こ

と
が

あ
り

ま
す

。

<
※

8
>
 賞

与
対

象
期

間
の

N
E
D

O
従

事
時

間
の

合
計

時
間

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

<
※

9
>
 消

費
税

相
当

額
の

金
額

を
加

算
し

た
合

計
額

を
労

務
費

積
算

書
に

転
記

し
て

く
だ

さ
い

。
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Ⅰ. 委託業務の概要 

Ⅱ. 契約に関する事務手続 

Ⅲ. 契約変更に関する事務手続 

Ⅳ. 経理処理について 

Ⅴ.. 物品費について 

Ⅵ. 人件費・謝金について 

ⅦⅦ..  旅旅費費ににつついいてて  

１．旅費  Ｐ．１０４

Ⅷ. その他経費について 

Ⅸ. 間接経費について 

Ⅹ. 再委託費・共同実施費について 

ⅩⅠ. 検査 

ⅩⅡ. 委託費の支払 

ⅩⅢ. 研究開発資産・知的財産権について 

ⅩⅣ. 成果報告と研究成果の発信 

ⅩⅤ. プロジェクトマネジメントシステムの概要とユーザー登録 

＜＜参参考考例例（（若若手手研研究究者者がが 4400 歳歳未未満満ででああるるここととのの証証明明書書））＞＞  

契約管理番号：□□□□□□□□－□

事業期間：２０○○年○月○○日～２０○○年○○月○○日 

２０○○年○月○日 

上記の「自発的な研究活動等」を行う者は、20○○年4月1日現在で40歳未満であることを証明致します。 

名     称  ○○○大学 

所     属  △△△ 

証明者氏名  ○○ ○○ 

氏名 従事期間 

○○ ○○ 20○○.4.1～20○○.3.31 

○○ ○○ 20○○.10.1～20○○.3.31 
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